
 

 

                                                                          （別紙７） 

   

収入減少影響緩和交付金における単位面積当たり標準的収入額等の算出 

   

  １ 単位面積当たり標準的収入額の算出 

     単位面積当たり標準的収入額は、前年産以前５か年産の各年産における10ａ当たり収入額

（各年産における販売価格に各年産における単収を対象作物ごとにそれぞれ乗じて得られる

額をいいます。以下同じです。）のうち最大のもの及び最小のものを除いたものを合算し、

３で除して得られる額とします。 

   

  ２ 当年産単位面積当たり収入額の算出 

     当年産における10ａ当たりの収入額（以下「当年産単位面積当たり収入額」といいま

す。）は、当年産における販売価格に単収を対象作物の種類ごとにそれぞれ乗じて得られる

額とします。 

   

  ３ 販売価格及び単収 

     対象作物の種類ごとの販売価格及び単収は、それぞれ下表に定めるものとします。 

     ただし、４により、単位面積当たり標準的収入額等について地域等区分が設定されている

場合は、当該地域等区分ごとに都道府県知事が農林水産大臣に提出する販売価格又は単収と

します。 

   

対象作物 販売価格 単収   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米穀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国が公表する都道府県産の産地品種銘柄の相対取引価格

（消費税、包装代を除いたものとします。）のうち、当該

年産の前年産のもので米穀品位等検査を受けた水稲うるち

玄米の数量の多い順上位３銘柄(当該年産の前年産のもの

で米穀品位等検査を受けた当該産地品種銘柄が２銘柄であ

る場合にあっては、当該２銘柄)について、報告徴収した

各産地品種銘柄の価格を年産を通して毎月ごとの相対取引

数量で加重平均した価格(以下「年産平均相対価格」とい

います。)を各産地品種銘柄の当該年産の前年産のもので

 農林水産統計の

都道府県ごとの10

ａ当たり収量（生

産者ふるい目幅ベ

ース） 
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米穀品位等検査を受けた水稲うるち玄米の数量で加重平均

した価格（当該年産の前年産のもので米穀品位等検査を受

けた産地品種銘柄が１銘柄である場合にあっては、当該１

銘柄についての年産平均相対価格) 

 

※１ １に係る前年産の収入額及び２の収入額に係る販売

価格及び数量は、それぞれ交付前年度の３月31日まで

の取引に係るものを使用します。 

※２ 米穀品位等検査を受けた水稲うるち玄米の数量は、

当該検査を受けた年産に係る年度の翌年６月30日まで

のものを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小麦（春期には種する小麦と秋期には種する小麦別）、

二条大麦、六条大麦及びはだか麦の別に、一般社団法人全

国米麦改良協会（以下「米麦改良協会」といいます。）が

定める民間流通麦の入札業務規程に基づき入札取引が行わ

れた年産に係る都道府県産の産地品種銘柄のうち、落札数

量の多い順の上位３銘柄（入札取引が行われた産地品種銘

柄が２銘柄である場合にあっては、当該２銘柄としま

す。）について、米麦改良協会が公表した各産地品種銘柄

の価格（包装代、消費税等相当額を除いた価格としま

す。）を年産を通して入札回ごとの落札数量で加重平均し

た価格（平成23年産以降の小麦にあっては、当該価格に、

入札が行われた時点における輸入麦の政府売渡価格に対す

る、下記に定める取引期間ごとの輸入麦の政府売渡価格の

比率を乗じて算出した取引期間ごとの価格を、取引期間ご

との取引数量で加重平均した価格。以下「年産平均価格」

といいます。）を各産地品種銘柄の落札数量で加重平均し

た価格（入札取引が行われた産地品種銘柄が１銘柄である

場合にあっては、当該１銘柄についての年産平均価格） 

 

取引期間① 生産年の４月１日から９月30日まで 

農林水産統計の

都道府県ごとの10

ａ当たり収量（小

麦にあっては、春

期には種する小麦

と秋期には種する

小麦に区分したも

の。） 
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取引期間② 生産年の10月１日から翌年の３月31日まで 

取引期間③ 生産年の翌年４月１日から９月30日まで 

 

※ 小麦については、平成23年産以降の１に係る前年産の

収入額及び２の収入額に係る各産地品種銘柄ごとの年産

平均価格にあっては、取引期間③の取引数量として、取

引予定数量を使用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大豆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公益財団法人日本特産農産物協会（以下「特農協会」と

いいます。）が定める大豆の入札取引に係る業務規程に基

づき入札取引が行われた年産に係る都道府県産の産地品種

銘柄のうち、落札数量の多い順の上位３銘柄（入札取引が

行われた産地品種銘柄が２銘柄である場合にあっては、当

該２銘柄とします。）について、特農協会が公表した各銘

柄の年産平均価格を各産地品種銘柄の落札数量で加重平均

した価格（入札取引が行われた産地品種銘柄が１銘柄であ

る場合にあっては、当該１銘柄についての年産平均価格） 

 

※ １に係る前年産の収入額及び２の収入額に係る落札価

格及び落札数量は、それぞれ翌年の３月31日までの取引

に係るものを使用するものとします。 

 農林水産統計の

都道府県ごとの10

ａ当たり収量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てん菜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 てん菜白糖の販売価格を収入分配して得られるてん菜の

販売価格（砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和

40年法律第109号。以下「価格調整法」といいます。）第2

1条第２号に規定するてん菜糖製造事業者とてん菜生産者と

の約定に基づき、各年産のてん菜を原料として製造される

てん菜白糖の販売収入（当該てん菜白糖が主に製造される

砂糖年度に適用される価格調整法第22条第２項第３号に規

定する額にてん菜白糖の標準的な販売費用の額を加えた額

を基礎として当該約定の定めるところにより算出される

額）を分配して得られる価格のうち北海道平均のものに相

当する額） 

 農林水産統計の

都道府県ごとの10

ａ当たり収量 
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でん粉原料

用ばれいし

ょ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糖化用等交付金交付の対象用途に仕向けられるばれいし

ょでん粉の販売価格を収入分配して得られるでん粉原料用

ばれいしょの販売価格（価格調整法第35条第２号に規定す

るばれいしょでん粉製造事業者とでん粉原料用ばれいしょ

生産者との約定に基づき、各年産のでん粉原料用ばれいし

ょを原料として製造されるばれいしょでん粉の販売収入

（価格調整法第36条第２項第３号に規定する額を基礎とし

て当該約定の定めるところにより算出される額）を分配し

て得られる価格の北海道平均のものに相当する額） 

 

※ １に係る前年産の収入額及び２の収入額に係る価格に

あっては、その算出に用いる価格調整法第36条第２項第

３号に規定する額は、生産した年の翌年６月末までの間

に適用される輸入に係るでん粉につき同法第31条第１項

第１号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基

礎とするものとします。 

 農業共済制度に

係る北海道のでん

粉加工用（一類）

の10ａ当たり収量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） １に係る前年産以前５か年産の販売価格のいずれかの年産において、都道府県の産

地品種銘柄の価格及び数量がない場合にあっては、前年産以前５か年産及び２の当年

産に係る販売価格としては、全て全産地品種銘柄価格（全産地品種銘柄の年産平均価

格を各産地品種銘柄の当該年産の前年産のもので品位等検査を受けた数量で加重平均

した価格をいいます。以下同じです。）を使用します。 

 ただし、当年産においてのみ当該都道府県に係る産地品種銘柄の価格及び数量がな

い場合は、当該都道府県の産地品種銘柄の前年産の年産平均価格を当該前年産の落札

数量で加重平均した価格に、当年産の全産地品種銘柄価格を前年産の全産地品種銘柄

価格で除した数を乗じて得られる価格を使用します。 

（注２） １に係る前年産以前５か年産の単収のいずれかの年産において、都道府県ごとの10

ａ当たり収量が公表されていない場合にあっては、前年産以前５か年産及び２の当年

産に係る単収としては、当該都道府県の属する全国農業地域別の10ａ当たり収量を使

用するものとし、当該全国農業地域別の10ａ当たり収量が公表されていない場合にあ

っては、全国の10ａ当たり収量を使用します。 

 ただし、当年産においてのみ当該都道府県に係る単収がない場合は、当該都道府県
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の前年産の単収を、前年産の当該都道府県が属する全国農業地域の単収に、当年産の

当該都道府県が属する全国農業地域の単収で除した数を乗じて得られる単収を使用し

ます。 

 

４ 地域等区分 

(1) 地域等区分の設定 

 単位面積当たり標準的収入額、当年産単位面積当たり収入額及び別紙８「収入減少影響緩

和交付金における交付金額の算定方法」の３の共済金相当額（以下「単位面積当たり標準的

収入額等」といいます。）は、原則として都道府県ごとに算出するものとしますが、都道府

県知事の申請により、都道府県内の地域別並びに対象作物の種類別及び産地品種銘柄別の区

分（以下「地域等区分」といいます。）を設けることができます。 

 また、地域等区分は、原則として変更できないものとし、地域等区分を設定しなかった場

合も同様とします。 

 

(2) 地域等区分設定の手続 

ア 都道府県知事は、地域等区分の設定を申請又は変更しようとするときは、当年の１月31

日までに、「収入減少影響緩和交付金に係る地域等区分申請書」（様式第10－２号）を地

方農政局長等を経由して農林水産大臣に提出します。 

イ 農林水産大臣は、申請のあった地域等区分が、(3)に掲げる要件に該当する場合は、当該

地域等区分を設定します。 

 

(3) 地域等区分設定の要件 

ア 共通事項 

(ｱ) 当該地域等区分に係る単位面積当たり標準的収入額等の算出に使用するデータの全て

について、客観性及び透明性が確保されていること 

(ｲ) 単位面積当たり標準的収入額等の算出に使用する対象作物の種類ごとの販売価格や単

収のデータの採り方について、当年産及び前年産以前５か年産において連続性が確保さ

れていること 

(ｳ) 都道府県知事が、単位面積当たり標準的収入額等の算出に使用するデータについて、

(4)のデータの提出期限までに提出することが確実と認められること 

(ｴ) 当該地域等区分に係る積立申出者の生産実績数量の把握が可能であること 

イ 販売価格 
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 原則として、米穀は産地品種銘柄ごとの年産平均相対価格及び米検査数量の加重平均価

格とし、麦は米麦改良協会、大豆は特農協会がそれぞれ公表する産地品種銘柄ごとの落札

価格及び落札数量の加重平均価格とします。 

 また、米穀のうち、水稲もち米や醸造用玄米のように、食糧法第52条第１項の報告徴収

の対象となっていないものにあっては、全国農業協同組合連合会、全国主食集荷協同組合

連合会等（以下「全農等」といいます。）と販売の相手先との相対取引による販売価格及

び販売数量の加重平均を３の販売価格の扱いに準じて使用することができます。（この場

合、(4)のア及びイのデータを提出する際に、販売価格の根拠となった全農等と販売の相手

先との相対取引による販売価格及び販売数量のデータを添付することとします。） 

  なお、３に定めるところにより麦及び大豆の販売価格を算定する都道府県であって、当

該都道府県の産地品種銘柄の年産平均価格を各銘柄の落札数量で加重平均した価格(以下

「都道府県平均落札価格」といいます。)に代えて地域等区分に応じた販売価格を算定し使

用しようとするものは、当年産又は前年産以前５か年産のいずれかの年産において、災害

等を要因として生産量、集荷量及び品質が平年を著しく下回る等のやむを得ない事情によ

り販売価格の算定に必要な産地品種銘柄の落札価格及び落札数量のデータが採れず、その

算定が困難と認められる年産があるときは、(4)のデータの提出の際に農林水産大臣に申請

することにより、その年産の販売価格について、都道府県平均落札価格を使用することが

できます。 

ウ 単収 

原則として、農林水産統計によるデータ 

エ 標準単収 

原則として、農業共済制度において設定される単位当たり収穫量 

 

(4) 地域等区分データの提出 

都道府県知事は、次のア及びイに掲げるデータについて、それぞれ定める期日までに、

「収入減少影響緩和交付金に係る地域等区分データ報告書」（様式第10－３号）により、地

方農政局長等を経由して農林水産大臣に提出します。 

ア 単位面積当たり標準的収入額に係るデータ 当年の５月10日 

イ 当年産単位面積当たり収入額に係るデータ及び共済金相当額に係るデータ  

翌年の５月10日 
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（別紙８） 

 

  収入減少影響緩和交付金における交付金額の算定方法 

 

１ 当年産生産面積の算出 

 地方農政局長等は、提出された「収入減少影響緩和交付金の交付申請書」（様式

第10－１号）に記載された対象作物の種類ごとの生産実績数量を確認し、当該数量

を別紙７「収入減少影響緩和交付金における単位面積当たり標準的収入額等の算

出」の３に定める対象作物の種類ごとの当年産の単収で除して得た面積を当年産に

おける当該交付申請者ごとの対象作物の生産面積（以下「当年産生産面積」といい

ます。）として算出します。 

 

２ 交付金額の算定 

 地方農政局長等は、次の(1)から(3)までにより当該交付申請者ごとの交付金額を

計算します。 

 なお、この場合において、交付金額の計算については、当該交付申請者が、 

ア 認定農業者又は特定農業団体であるときは、改善計画認定市町村 

イ 集落営農組織（特定農業団体を除きます。）であるときは、当該集落営農が法

人化及び農地利用の集積が確実であると判断した市町村 

ウ 認定新規就農者であるときは、就農計画認定市町村 

が属する地域に設定された単位面積当たり標準的収入額等を適用します。 

(1) 標準的収入額 

 交付申請者ごとの標準的な収入の額（以下「標準的収入額」といいます。）

は、対象作物の種類ごとに次の算式により算出された額を合算した額とします。 

 

    単位面積当たり標準的収入額 × 当年産生産面積 

 

(2) 当年産収入額 

 交付申請者ごとの当年産の収入の額（以下「当年産収入額」といいます。）

は、対象作物の種類ごとに次の算式により算出された額を合算した額とします。 

 

    当年産単位面積当たり収入額 × 当年産生産面積 

 

(3) 交付金額 

 交付申請者ごとの収入減少影響緩和交付金の交付金額は、次の算式により算出

された金額とします。ただし、当該交付申請者ごとの積立金の全額の３倍に相当

する額を上限とします。 
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   （（標準的収入額－当年産収入額）×0.9－共済金相当額(注) ）×0.75 

 

    （注）共済金相当額が算定される場合には、共済金相当額を控除します。 

 

 

３ 共済金相当額 

(1) 共済金相当額を控除する場合 

 災害等により収量の減少があった場合に支払われる農業共済制度における共済

金と収入減少影響緩和交付金が重複して補塡されることを回避するため、当年産

において、対象作物の種類ごとに、単収を当該年産の標準的な 10ａ当たりの収量

（以下「標準単収」といいます。）で除して得られる割合が、当該対象作物の種

類ごとの９割を下回った場合は、農業共済制度が発動したとみなし、共済金相当

額を控除します。 

(2) 共済金相当額の算出 

 交付申請者ごとの共済金相当額は、(1)に該当する対象作物であって、その種

類ごとに次の算式により算出された額を合算した額とします。 

 

    単位面積当たり共済金相当額(注) × 当年産生産面積 

    （注） 単位面積当たり共済金相当額＝（標準単収×９割－単収）× 数量当たり 

       価額 

 

ア 単収 

 単収は、それぞれ別紙７「収入減少影響緩和交付金における単位面積当たり

標準的収入額等の算出」の３に定める単収と同じです。 

イ 標準単収 

 標準単収は、それぞれ次に定めるものとします。 

 なお、アにおいて、全国農業地域の 10a当たり収量を使用する場合における

標準単収は、当該全国農業地域に属する都道府県の標準単収を当該都道府県

ごとの前年産の作付面積の加重平均により算出された単位当たり収穫量と

し、全国の 10a当たり収量を使用する場合は、同様の手法により算出された全

国の単位当たり収穫量とします。 

 この全国農業地域及び全国の 10a 当たりの標準単収を算出する場合に、(ｲ)

のただし書又は(ｳ)のただし書に該当する都道府県を計算に含める必要がある

ときは、この計算に使用する都道府県の標準単収は、(ｲ)のただし書又は(ｳ)

のただし書の規定にかかわらず、麦にあっては農作物共済引受要綱第１章第

８節第４の１の規定に、大豆及びてん菜にあっては畑作物共済引受要綱第１
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章第８節第５の１の規定に基づき農林水産省経営局長が都道府県ごとに通知

する単位当たり収穫量（春期には種する小麦と秋期には種する小麦に区分し

たもの）とします。 

 ただし、別紙７「収入減少影響緩和交付金における単位面積当たり標準的収

入額等の算出」の４により、単位面積当たり標準的収入額等について地域等区

分が設定されている場合は、当該地域等区分ごとに都道府県知事が農林水産大

臣に提出する標準単収とします。 

(ｱ) 米穀 

農林水産統計の都道府県ごとの 10ａ当たり収量の前年産までの５か年中

最高値及び最低値を除く３か年平均値（生産者ふるい目幅ベース）   

 

(ｲ) 麦 

 農作物共済引受要綱第１章第８節第４の１の規定に基づき農林水産省経

営局長が都道府県ごとに通知する単位面積当たり収穫量（小麦にあって

は、春期には種する小麦と秋期には種する小麦に区分したもの） 

 ただし、同節第４の１の（１）のエのただし書又は同節第４の１の

（２）のウのただし書の規定を適用した都道府県にあっては、農林水産省

経営局長が都道府県に通知する単位当たり収穫量に代えて、同節第４の１

の（１）及び（２）の規定に基づき、当該都道府県知事が定めた農業共済

組合等ごとの単位当たり収穫量を当該農業共済組合等ごとの作付面積で加

重平均することにより算出された当該都道府県の平均単位当たり収穫量と

します。 

(ｳ) 大豆及びてん菜 

 畑作物共済引受要綱第１章第８節第５の１の規定に基づき農林水産省経

営局長が都道府県ごとに通知する単位当たり収穫量 

 ただし、同節第５の１の（１）のエのただし書又は同節第５の１の

（２）のウのただし書の規定を適用した都道府県にあっては、農林水産省

経営局長が当該都道府県に通知する単位当たり収穫量に代えて、同節第５

の１の（１）及び（２）の規定に基づき、当該都道府県知事が定めた農業

共済組合等ごとの単位当たり収穫量を当該農業共済組合等ごとの作付面積

で加重平均することにより算出された当該都道府県の平均単位当たり収穫

量とします。 

(ｴ) でん粉原料用ばれいしょ 

 畑作物共済引受要綱第１章第８節第５の３の規定に基づき北海道知事が

農林水産省経営局長に報告する単位当たり収穫量 

ウ 数量当たりの価額 

 対象作物の種類ごとの数量当たりの価額は、当年に生産された年産に係るも
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のとし、それぞれ次に定めるものとします。 

(ｱ) 米穀 

 農業保険法施行規則（平成 29 年農林水産省令第 63 号）第 91 条第１項の

規定により、農林水産大臣が定める水稲の１㎏当たり共済金額における都道

府県ごとの最高額 

(ｲ) 麦   

 農業保険法施行規則第 91 条第１項の規定により、農林水産大臣が定める

麦（ビールの用に供することを目的とするものの耕作を行う耕地に係るもの

及び種子の用に供することを目的とするものの耕作を行う耕地に係るもの

を除きます。）の１㎏当たり共済金額（法第５条第１項の規定に基づき法第

３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって法第２条第４項各

号に掲げる要件に該当するもの（以下「対象農業者」といいます。）が耕作

の業務を営む耕地に係るものに適用する金額を除きます。）における都道府

県ごとの最高額（小麦にあっては、春期には種する小麦と秋期には種する小

麦に区分したもの） 

(ｳ) 大豆、てん菜及びでん粉原料用ばれいしょ 

 農業保険法施行規則第 144 条第１項の規定により、大豆については 10 ㎏

を単位として、また、てん菜及びでん粉原料用ばれいしょについては 1,000

㎏を単位として、農林水産大臣が定める単位当たり共済金額（対象農業者が

耕作の業務を営む耕地に係るものに適用する金額を除きます。）における都

道府県ごとの最高額をそれぞれ１㎏当たりのものとして換算した額 

 

４ 共済金相当額の調整 

 ３により対象作物の種類ごとに共済金相当額を算出する場合において、次に定め

る場合に該当するときは、それぞれの場合に対応する額を単位面積当たり共済金相

当額とみなします。 

(1) 単位面積当たり共済金相当額が、単位面積当たり標準的収入額から当年産単位

面積当たり収入額を控除して得られる額の９割の額を上回る場合にあっては、当

該９割の額 

(2) 当年産単位面積当たり収入額が単位面積当たり標準的収入額を上回る場合にあ

っては、零 
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（別紙９） 

 

収入減少影響緩和交付金における積立金の算定方法 

 

 

１ 積立基準収入額の算出 

 積立て申出をした農業者（以下「積立申出者」といいます。）ごとの当年積立

額の算出の基準となる収入額（以下「積立基準収入額」といいます。）は、対象

作物の種類ごとに次の算式により算出された額を合算した額とします。 

 

単位面積当たり標準的収入額（注） × 生産予定面積 

（注）単位面積当たり標準的収入額については、 

   ア その者が認定農業者又は特定農業団体であるときは、改善計画認定市

町村 

イ その者が集落営農組織（特定農業団体を除きます。）であるときは、

当該集落営農が法人化及び農地利用の集積が確実であると判断した市町

村 

ウ その者が認定新規就農者であるときは、就農計画認定市町村が属す

る地域 

に設定されたものとします。 

 

 

２ 当年積立額の算出 

 積立申出者ごとの当年積立額は、積立基準収入額を基準として、積立申出者の

繰越積立残額に応じて、それぞれ次の算式により算出された額とします。 

 なお、繰越積立残額が積立基準収入額の 4.5％以上の場合には、当年積立額は

算出しないものとします。 

 

  ア 繰越積立残額が零の場合 次のいずれかの算式により算出された額 

     (ｱ) 積立基準収入額×2.25％ 

     (ｲ) 積立基準収入額×4.5％ 

  イ 繰越積立残額が積立基準収入額の 2.25％未満の場合 次のいずれかの算 

式により算出された額 

     (ｱ) 積立基準収入額×2.25％ 

     (ｲ) 積立基準収入額×4.5％－繰越積立残額 

  ウ 繰越積立残額が積立基準収入額の 2.25％以上 4.5％未満の場合 

     積立基準収入額×4.5％－繰越積立残額 
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３ 積立金の額の確定 

 地方農政局長等は、積立申出者からの交付申請を受け、別紙８の１により対策

加入者ごとの当年産生産面積を算出したときは、次の算式により当該積立申出者

ごとに算出された額又は当該対策加入者が当年積立額を納付した後の積立金の額

のいずれか低い額を、当該積立申出者の当年における積立金の額として確定し、

積立申出者に通知します。 

 

 ア 積立金の額が積立基準収入額の 2.25%以上 4.5%未満の場合 

     標準的収入額×2.25%＋繰越積立残額 

 イ 積立金の額が積立基準収入額の 4.5%の場合 

     標準的収入額×4.5% 

 ウ 積立金の額が積立基準収入額の 4.5%を超える場合 

     繰越積立残額－（積立基準収入額×4.5%－標準的収入額×4.5%） 

 

 

４ 積立金返納額の算出 

 地方農政局長等は、積立金を積み立てている積立申出者が次のアからキまでに

掲げる場合に該当することとなったときは、それぞれの場合に対応する額を、当

該積立申出者の積立金を取り崩した上で返納するよう、別紙 10「収入減少影響緩

和交付金における積立金管理者」により指定された積立金管理者に対し指示する

とともに、イ、ウ、エ、オ及びキに該当する場合は、当該積立申出者にも通知し

ます。 

 また、指示を受けた積立金管理者は、通知されたところにより、当該積立申出

者に積立金を返納し、その結果を「収入減少影響緩和交付金の積立金返納状況報

告書」（様式第 10－４号）により、地方農政局長等に報告します。 

ア 交付金の交付を受ける場合 当該交付金の交付金額の３分の１ 

イ 積立金の返納の申出をした場合 積立金の全額 

ウ 積立金の積立ての申出時期に積立ての申出をしなかった場合 積立金の全額 

エ 当年積立額を納付期限までに納付せず、かつ、その者の繰越積立残額が、当

年における積立基準収入額の 4.5％を下回る場合 積立金の全額 

オ 納付した額が通知された積立額を超えた場合 その超えた部分に相当する額 

カ その者の当年における標準的収入額がその者の当年における積立基準収入額

を下回った場合であって、 

(ｱ) 積立金の額が当該積立基準収入額の 2.25％以上 4.5％未満であるとき そ

の差額×2.25％ 

(ｲ) 積立金の額が当該積立基準収入額の 4.5％以上であるとき その差額×4.5 

 ％ 

キ 交付金の交付申請があった際に、その者が対象農業者でないことが確認され

た場合 積立金の全額 
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（別紙 10） 

 

収入減少影響緩和交付金における積立金管理者 

 

 

１ 積立金管理者の指定 

(1) 農林水産大臣は、収入減少影響緩和交付金に係る積立金を適切に管理すること

ができると認められるものとして、都道府県知事の意見を聴いて、都道府県ごと

に積立金管理者を指定します。 

(2) 積立金管理者の指定を受けようとする者は、「収入減少影響緩和交付金に係る

積立金管理者指定申請書」（様式第 10－５号）に、定款又は規約の写しを添付

し、地方農政局長等を経由して農林水産大臣に申請するものとし、農林水産大臣

は、その内容が適当と認められる場合は、当該申請者に対しその旨を通知しま

す。 

(3) (2)の通知を受けた指定申請者は、定款又は規約において、収入減少影響緩和

交付金に係る積立金の管理を行う旨を定め、当該定款又は規約の写し、預金口座

及び事務取扱責任者について「収入減少影響緩和交付金に係る積立金管理者報告

書」（様式第10－６号）により、速やかに、地方農政局長等を経由して農林水産

大臣に報告します。 

(4) 積立金管理者は、組織の名称、代表者氏名、住所、定款又は規約その他の積立

金管理者の指定申請にかかる事項を変更しようとするときは、速やかに、「収入

減少影響緩和交付金に係る積立金管理者変更届」（様式第 10－７号）により、地

方農政局長等を経由して農林水産大臣に報告します。 

 この場合において、当該報告が、組織の合併等による２の積立金管理者の要

件に係る変更の報告の場合には、都道府県知事の意見を添付します。（２の積

立金管理者の要件に係る事項の変更の報告ではない場合（例えば、主たる事務

所の移転による住所変更等の軽微な変更の報告を行う場合）は、この限りでは

ありません。）。 

(5) 積立金管理者は、(3)の報告に係る事項について変更が生じた場合は、速やか

に、「収入減少影響緩和交付金に係る積立金管理者報告書変更届」（様式第 10－

８号）により、地方農政局長等を経由して農林水産大臣に報告します。 

 

２ 積立金管理者の要件 

積立金管理者の要件は、次に掲げるものとします。 

(1) 都道府県内の全ての対策加入者に係る積立金の適切な管理が可能な公正かつ中
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立な組織 

(2) 組織の定款又は規約が定められ、恒常的に存続することが確実と見込まれるこ

と 

(3) 地方農政局長等の指示に基づき積立金を管理し、収入減少影響緩和交付金に係

る事務を円滑に行うことが確実と見込まれること 

(4) 国又は地方公共団体が実施する担い手施策等の農業施策と密接な関係を有する

組織 

 

３ 積立金管理者の業務 

  積立金管理者の業務は、次に定めるものとします。 

(1) 積立金を適切に管理するための決済用預金（預金保険法（昭和 46 年法律第 34

号）第 51 条の２第１項に規定する決済用預金をいいます。）又は決済用貯金

（農水産業協同組合貯金保険法（昭和 48 年法律第 53 号）第 51 条の２第１項に

規定する決済用貯金をいいます。）の口座を開設すること 

(2) (1)の口座に係る帳簿の整備を行うこと 

(3) 地方農政局長等が積立金を積み立てている者の当該積立金の額を地方農政局長

等に対して報告するよう指示をした場合には、当該指示に従って報告すること 

(4) 地方農政局長等が積立金を積み立てている者に対して当該積立金を返納するよ

う指示をした場合には、当該指示に従って返納すること 

(5) 毎年３月 31 日までに、「収入減少影響緩和交付金に係る積立金管理状況報告

書」（様式第10－９号）により、積立金の管理の状況を地方農政局長等を経由し

て農林水産大臣に報告すること 

(6) その他積立金の適切な管理に必要な事項を実施すること 

「収入減少影響緩和交付金に係る積立金残高報告書」（様式第 10－10 号）によ

り、(1)の口座の毎月末の残高を地方農政局長等に報告し、確認を受けること等

積立金の適切な管理に必要な事項を実施する。 

ただし、６月、９月及び 12 月以外の月で、積立金残高に変動がない月につい

ては、「収入減少影響緩和交付金に係る積立金残高報告書」（様式第 10－10

号）による報告を省略できるものとする。 

また、「収入減少影響緩和交付金の積立金返納状況報告書」（様式第 10-４

号）を提出した月であって、当該報告書の残高と月末の残高が一致する場合にお

いても、「収入減少影響緩和交付金に係る積立金残高報告書」（様式第 10－10

号）による報告を省略できるものとする。 

さらに、積立金残高が０の場合は、 

①新規及び継続の加入者がおらず、新たに積立金が納付される見込みがないこ
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と 

②未返還の積立金がないこと 

が地方農政局長等により確認され、かつ、その状態が継続する間に限り、「収

入減少影響緩和交付金に係る積立金残高報告書」（様式第 10－10 号）による報

告を省略できるものとするとともに、当該口座を解約することを妨げない。 

 

４ 積立金管理者が取得した個人情報の取扱い 

(1) 積立金管理者は、３に定める業務に関して知り得た個人情報を業務の遂行に

使用する以外の目的のために使用し、又は提供してはならない。 

(2) 積立金管理者は、業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備

え重複して保存する場合又は３に定める業務を遂行するために地方農政局等に

個人情報を送付する場合以外には、複製し、送信し、送付し又は持ち出しては

ならない。 

(3) 積立金管理者は、個人情報の漏洩について疑義案件が発生した場合は、事実

関係の調査、被害の把握、拡大防止等に向けた必要な措置を講ずるとともに、

地方農政局等に対して、事案が発生した経緯、被害状況、再発防止策、本人へ

の対応等について、直ちに報告しなければならない。 

(4) 積立金管理者は、３に定める業務に係る書類等について、５年間これを保存

するとともに、保存期間終了後、復元又は判読が不可能となる方法により個人

情報の消去又は破棄を行わなければならない。 
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（別紙 11） 

 

水田収益力強化ビジョンについて 

 

１ 作成主体 

 

  都道府県段階の水田収益力強化ビジョンについては、都道府県が都道府県農業

再生協議会における検討を踏まえて作成します。また、地域段階の水田収益力強

化ビジョンについては、地域農業再生協議会が作成し、都道府県が取りまとめる

ものとします。 

 

２ 水田収益力強化ビジョンの内容 

 

  次の内容について記載するものとします。産地交付金による支援を行う場合、

水田収益力強化ビジョンにこれらの内容について記載されていることが要件とな

ります。 

 

（１）地域の作物作付けの現状、地域が抱える課題 

   

   地域における作物（主食用米を含む。２の（２）から（５）までにおいて同

じです。）作付けの現状や近年の動向、生産振興を図るに当たって地域が抱え

る課題等を記載するものとします。 

 

（２）高収益作物の導入や転換作物の付加価値の向上等による収益力強化に向けた

産地としての取組方針・目標 

 

   農業者の所得向上や地域における水田農業の発展等を図るため、適地適作の

推進、収益性・付加価値の向上、新たな市場の開拓、生産・流通コストの低減

等の視点に基づき、どのような方針・目標で取り組んでいくのか等を記載する

ものとします。 

 

（３）畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標 

 

   作物の需給動向、担い手の育成、農地の集積・集約化、基盤整備の状況など、

地域の実情を総合的に分析し、作付作物や管理方法等を含め、産地として将来

にわたって水田をどのように有効利用していくのか等を記載するものとしま

す。併せて、水田の利用状況の点検方針、点検結果を踏まえた対応方針（水田

としての利用が見込まれない農地の畑地化への道筋、取組予定地域・面積、作

付けする作物等）を記載するものとします。 
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（４）作物ごとの取組方針等 

   

   作物ごとの作付面積の目標、生産拡大に向けて導入する新しい技術、販売先

との連携及び活用施策等を記載するものとします。 

   なお、産地交付金については、本項目に記載した作物ごとの取組方針に沿っ

た形で活用するとともに、その活用の目的（目指すべき方向性）を記載するも

のとします。 

 

（５）作物ごとの作付予定面積等 

   

   作物又は取組ごとに、前年度の作付面積等、当年度の作付予定面積等及び令

和８年度の作付目標面積等を記載するものとします。 

 

（６）課題解決に向けた取組及び目標 

   

   産地交付金により支援する取組については、地域の特色のある魅力的な産品

の産地づくりに向け、対象作物及び助成内容ごとに、目標を設定するものとし

ます。目標については、取組実績を把握できる生産コスト等の客観的な数値と

し、前年度の実績値及び目標策定年度から３年以内の目標値を記載するものと

します。 

   また、都道府県又は地域農業再生協議会は、毎年度、目標値の達成状況を確

認し、必要に応じて産地交付金により支援する取組を見直すものとします。 

   国は、毎年度、水田収益力強化ビジョンに基づく取組状況の確認等を行い、

必要に応じて産地交付金の調整を行うものとします。 

 

（７）産地交付金の活用方法の概要 

 

産地交付金により支援する取組ごとの助成内容（対象作物、単価、要件等）の

概要を記載するものとします。 

 

（８）産地交付金の活用方法の明細 

   

   取組ごとに、具体的な助成内容を記載するものとします。 

 

３ 公表等 

 

  ２の（１）から（７）までについては、別紙 13 の２の（６）に基づく承認がな

された後、おおむね２週間以内に策定主体のホームページ等で公表するものとし

ます。 
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（別紙 12） 

 

戦略作物助成の扱い 

 

１ 戦略作物助成の要件 

 

 戦略作物助成の対象となる戦略作物については、以下の要件を満たして生産さ

れ、当該年度内に収穫を行うものであり、出荷・販売を行うことが必要です。 

 

（１）麦 

 

農協等と需要者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出荷契約又

は需要者との販売契約を締結していること。 

 

（２）大豆 

 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

    

（３）飼料作物 

 

青刈り稲・わら専用稲にあっては、当該作物を生産することとして、加工用米

等取組計画書（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第５

の１）を農産局長又は地方農政局長等に提出し、当該計画書が受理されている

こと。 

その他の飼料作物にあっては、需要者との品質等の条件を含めた利用供給協

定を締結していること。自らの畜産経営に供する目的で生産する場合は、自家

利用計画を策定していること。 

 

（４）飼料用米、米粉用米 

 

 飼料用米又は米粉用米を生産することとして、加工用米等取組計画書（需要

に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第５の１）を農産局長又

は地方農政局長等に提出し、当該計画書が受理されていること又は生産製造連

携事業計画（米穀の新用途への利用の促進に関する法律第４条第３項）の認定

を受けていること。 

 

（５）ＷＣＳ用稲 

 

 稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ用稲）を生産することとして、加工用米等取組計

画書（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第５の１）を

農産局長又は地方農政局長等に提出し、当該計画書が受理されていること。 
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（６）加工用米 

 

 加工用米を生産することとして、加工用米等取組計画書（需要に応じた米の

生産・販売の推進に関する要領別紙１の第５の１）を農産局長又は地方農政局

長等に提出し、当該計画書が受理されていること。 

 

 （注）麦、大豆のうち、自家加工については、「経営所得安定対策等の交付金に

係る自家加工販売(直売所等での販売)計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様

式第９－２号）を作成してください。直売所での販売については、直売所と取

引契約を締結するか又は直売所の名称、所在地、連絡先、対象作物の年間販売

予定数量などを記載した計画書を作成してください。 

 

２ 戦略作物助成の対象作物の申告 

 

（１）戦略作物助成は基幹作のみが対象となるため、当年産において一つのほ場で

複数回の戦略作物の作付けを行い、それぞれの戦略作物の耕作者が異なる場合

は、関係者間で調整の上、営農計画書を提出するようにしてください。 

 

（２）飼料作物のうち牧草について、当年産においては種を行う場合には、営農計

画書の提出時には種を行うほ場を記載するとともに、は種実施後、地域農業再

生協議会に対して、は種記録（種子購入伝票や作業日誌等）を提出することが

必要です。 

また、多年生牧草のうち当年産においては種から収穫までを行うもので、同

一ほ場に対して前年産から２年連続しては種する場合は、２年連続しては種を

行うことの妥当性を地域農業再生協議会が確認するために、地域農業再生協議

会が求める資料を同協議会に対して提出することが必要です。 

 

３ 飼料用米又は米粉用米の収量に応じた支払い 

 

（１）飼料用米又は米粉用米で取り組む品種と同一の品種で主食用米の生産にも取

り組む場合の出荷方式としては、区分管理方式による出荷又は一括管理方式に

よる出荷のいずれかを選択することができるものとします。 

ただし、区分管理方式による出荷を選択する場合には、区分管理計画書（需要

に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第４の２）に、飼料用米

又は米粉用米の生産段階における主食用米の生産との差異の内容（多収に向け

て用いる技術や生産資材等又は省力化栽培を行う場合（生産性ないし収量が低

いほ場で取り組む場合を含みます。）の取組内容）を記載しなければならない

ものとします。 

（注）区分管理方式による出荷・一括管理方式による出荷とは、需要に応じた

米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第４の１に規定する出荷方式

をいいます。 
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（２）飼料用米、米粉用米の交付単価については、出荷方式の別により、下表に掲

げる量を基に算定を行うものとします。 

 

区分管理方式による出荷 

 

取組ほ場からの全収穫量（※）のうち、ふるい上の米 

    

    

   

 

 

 

 

一括管理方式による出荷 

 

出荷契約数量又は需要に応じた米の生産・販売の推

進に関する要領別紙１の別添３の方法により調整し

た数量のうち、ふるい上の米 

（※）交付金の算定に当たって、飼料用米、米粉用米の生産数量に疑義が生じ

た場合において、地方農政局等と地域農業再生協議会とが連携して主食用

米等のふるい下米の出荷・販売契約数量を確認できる書類（販売伝票の写し

等）の提出を求める等の手法により、農業者の出荷・販売の形態やふるい目

の実態について確認を行うことがあります。 
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（別紙 13） 

産地交付金の考え方及び設定手続 

 

１ 趣旨 

 

  産地交付金は、地域で作成する水田収益力強化ビジョンに基づき、地域の特色

のある魅力的な産品の産地を創造するため、二毛作や耕畜連携を含め、産地づく

りに向けた取組を支援するものです。 

 

２ 産地交付金による助成内容の設定 

 

（１）国から各都道府県に対して、それぞれの交付金枠を配分します。 

   配分には、年度当初に行う配分（以下「当初配分」といいます。）のほか、

10 月中～下旬を目途に行う配分（以下「追加配分」といいます。）があります。 

   追加配分には地域の取組に応じた配分（下表参照）を含みます。 

 

取組内容 追加配分単価 

新市場開拓用米の複数年契約 

※ 令和８年産から新たに結んだ３年以上の契約 
10,000 円／10ａ 

そば・なたねの作付け 

※ 基幹作のみ。 
20,000 円／10ａ 

新市場開拓用米の作付け 

※ 基幹作のみ。 
20,000 円／10ａ 

地力増進作物の作付け 

※ 基幹作のみ。 
20,000 円／10ａ 

 

（２）都道府県は、国から配分される交付金枠の範囲内で助成内容（交付対象作物、

目標、具体的要件及び単価等）を設定します。都道府県の判断によっては、国

から配分される交付金枠を更に地域農業再生協議会に配分し、地域農業再生協

議会ごとに助成内容を設定することもできますが、その場合においても、少な

くとも当初配分の２割以上は、地域農業再生協議会に配分せず、都道府県が助

成内容を設定しなければならないものとします。 

 

（３）助成内容の設定に当たっては、以下の点に即したものとすることが必要です。 

  ① 地域における水田農業経営の課題に対応し、取組を行う者の収益力向上に

資する取組に対する助成とし、所得増加に直接寄与しない作物を生産する取

組（ただし、次年度以降の所得増加に寄与する計画的な地力増進作物の作付
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けによる土づくりの取組や、地域における収益力の向上に資するといった観

点から地方農政局長等が必要と認めた取組を除きます。）への助成は行わな

いこと 

    その際、以下それぞれについて対応した助成とすること 

ア 高収益作物に係る助成内容の設定に当たっては、当該作物の導入に当

たっての課題 

イ 加工用米又は新規需要米の直播栽培に係る助成内容の設定に当たって

は、生産コスト削減効果を発揮するための課題 

ウ 飼料用米に係る助成内容の設定に当たっては、生産性向上のための課

題 

エ 地力増進作物に係る助成内容の設定に当たっては、水田収益力強化ビ

ジョンに位置づけた地力増進作物の活用目的の実現に向けた課題 

  ② 経営所得安定対策等における趣旨を損なうような助成としないこと 

  ③ 主食用米、備蓄米及び調整水田等の不作付地に対する助成は行わないこと 

  ④ 地力増進作物に係る助成内容の設定に当たっては、前年度及び前々年度の

２年間連続で地力増進作物のみを作付けしていた農地に対する助成は行わな

いこと 

 

（４）助成内容の設定に当たっては、高収益作物に対する交付額を前年度よりも高

めるよう努めてください。 

 

（５）都道府県は、都道府県段階で設定した取組方針等及び地域農業再生協議会ご

とに設定した取組方針等を取りまとめて水田収益力強化ビジョン（様式第 11－

５号）を作成し、地方農政局等に生産年の５月 31 日までに提出するものとしま

す。 

   また、追加配分等が行われた際や追加配分に係る取組の進展に伴い、水田収

益力強化ビジョンの変更を行う必要がある場合、又は計画と実績が大きく乖離

することが明らかになり、水田収益力強化ビジョンの取組ごとの面積及び所要

額の変更を行う必要がある場合は、速やかに変更後の水田収益力強化ビジョン

を地方農政局等に提出するものとします。 

 

（６）地方農政局等は、都道府県から提出のあった水田収益力強化ビジョンについ

て、別紙 11 の２に定める内容が記載されているか、産地交付金の活用方法につ

いて（２）及び（３）に照らして適当かを審査し、その内容が適当と認められ

る場合は承認し、６月 30 日までに都道府県に通知するものとします。 

 

（７）水田収益力強化ビジョンを踏まえて農業者から提出された営農計画書等につ

いて、地方農政局長等は、都道府県に対して情報共有等を行うとともに、必要

に応じて意見聴取を行うものとします。 
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３ 追加配分のうち地域の取組に応じた配分等について 

 

（１）地域の取組に応じた配分の対象となる取組 

① 新市場開拓用米の複数年契約 

新市場開拓用米の作付けに当たって、次の要件を全て満たす３年以上の複

数年契約（令和８年産から新たに結んだ令和８年産から令和 10 年産までの３

年分の契約を含むもの）の販売契約を締結している取組について、追加配分

を行うものとします。 

追加配分は、コメ新市場開拓等促進事業で採択された新市場開拓用米の取

組面積のうち複数年契約を締結している面積が対象です。 

 

ア 生産者側（生産者又は生産者団体のいずれか）と需要者側の契約である

こと 

 

イ 販売契約書に各年産米の契約数量及び契約価格（契約価格の設定方法を

含む。）が明確に記載されており、かつ、契約不履行に対する違約条項（作

柄等の影響により生産量が変動した場合の対応を含む。）があること 

 

ウ 複数年契約期間中の契約数量が維持又は増加するものであること 

 

  ② そば・なたねの作付け 

    そば又はなたね（油糧用）の水田における作付けに当たって農協等と需要

者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出荷契約又は需要者との

販売契約を締結している取組について、追加配分を行うものとします。 

 

  （注）自家加工については、様式第９－２号「経営所得安定対策等の交付金に

係る自家加工販売(直売所等での販売)計画書兼出荷・販売等実績報告書」

を作成してください。直売所での販売については、直売所と取引契約を締

結するか又は直売所の名称、所在地、連絡先、対象作物の年間販売予定数

量などを記載した計画書を作成してください。 

 

  ③ 新市場開拓用米の作付け 

    加工用米等取組計画書（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領

別紙１の第５の１）を農産局長又は地方農政局長等に提出し、当該計画書が

受理されている取組について、追加配分を行うものとします。 

 

  （注）Ⅳの第２の２の支援対象となった面積については、追加配分の対象から

除きます。 
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  ④ 地力増進作物の作付け 

水田収益力強化ビジョンに地力増進作物の取組方針等を位置づけた地域

農業再生協議会における、以下のア及びイの合計面積について、追加配分を

行うものとします。 

ア 支援対象年度の前年度における産地交付金追加配分実施面積（ただし、

支援対象年度の作付面積が前年度の産地交付金の追加配分実施面積より

小さい場合は、支援対象年度の作付面積とします。） 

イ 支援対象年度の作付面積が前年産の作付面積から増加している場合、以

下の(ｱ)又は(ｲ)のいずれか小さい方の面積 

(ｱ) 水稲（加工用米、米粉用米及び新市場開拓用米を除きます。）の支

援対象年度の前年度からの作付減少面積 

(ｲ) 地力増進作物（基幹作に限ります。）の支援対象年度の前年度から

の作付拡大面積 

 

（注）地力増進作物の作付面積は、水田収益力強化ビジョンの作物ごとの取組

方針に位置づけられた作物の作付面積に限ります。 

 

（２）地域の取組に応じた配分額等の算定手順 

 

  ① Ⅳの第２の１の（４）の①の交付申請者は、（１）の①から④までに掲げ

る地域の取組に応じた配分の対象となる取組を行う場合には、交付申請書及

び営農計画書の地域農業再生協議会への提出に際し、取組の内容に応じ、下

表に掲げる書類を添付するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組名 添付書類  

新市場開拓用米の複数年

契約 

・加工用米等取組計画書（需要に応じた米の生産・販売

の推進に関する要領別紙１の第５の１）の写し 

 

※加工用米等取組計画書の提出に当たっては、生産者側

と需要者側との間で締結した販売契約書の写し（令和

８年産から新たに結んだ令和８年産から令和 10 年産

までの３年分の契約を含むもの）が必要です。 

そば・なたねの作付け 

 

・出荷・販売契約書の写し  
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 新市場開拓用米の作付け 

 

・加工用米等取組計画書（需要に応じた米の生産・販売

の推進に関する要領別紙１の第５の１）の写し 

 

※販売契約書の写し等を添付する必要はありません。 

 

 

 

  ②新市場開拓用米の複数年契約の取組に関し、生産者団体が契約の主体となっ

ている場合には、当該生産者団体が交付申請者に代わって上記の添付書類を

提出することができるものとします。 

 

  ③ 地域農業再生協議会は、①及び②に掲げる書類等により地域の取組に応じ

た配分の対象となる取組であることを確認の上、（１）の①から④までの取

組に係る対象面積を「水田活用の直接支払交付金における産地交付金の追加

配分対象面積について」（様式第 11－６号）に取りまとめ、その関連資料と

ともに、都道府県に報告するものとします。 

 

  ④ 都道府県は、各地域農業再生協議会から報告のあった面積を速やかに確認

し、「水田活用の直接支払交付金における産地交付金の追加配分対象面積に

ついて」（様式第 11－７号）に取りまとめ、その関連資料とともに、地方農

政局等に、９月 30 日までに提出するものとします。 

 

  ⑤ 国は、各都道府県から報告のあった対象面積について、必要に応じて確認

を行った上で、都道府県ごとの追加配分のうち地域の取組に応じた配分額等

を算定します。 

 

（３）地域の取組に応じた配分に係る助成内容の設定 

 

  ① 産地交付金は、地域で作成する水田収益力強化ビジョンに基づく取組を支

援するものであることから、追加配分のうち地域の取組に応じた配分に係る

産地交付金についても、当該地域の取組に応じた配分に係る取組とは別の取

組に充てる旨を水田収益力強化ビジョンにおいて定めることができます。 

    ただし、この場合においても、助成内容の設定に当たっては、２の（３）

の①から④までに即したものとすることが必要です。 

 

  ② なお、①の場合においては、交付金額が配分枠の範囲内に収まるよう単価

を設定し、かつ、あらかじめ水田収益力強化ビジョンに単価調整の方法を定

めておくことが必要となります。 
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（４）配分額の調整に係る対応 

 

  ① 新市場開拓用米の複数年契約の取組に関し、契約の不履行があった場合は、

契約数量のうち当該不履行分については、原則として、当年産の地域の取組

に応じた配分は行わないこととするほか、その理由等によっては、過年度分

の交付額の返還を求めるものとします。また、必要に応じ、次年度において

産地交付金の配分額の調整等の所要の措置を講ずるものとします。 

 

  ② ①に掲げる場合のほか、（２）の④で報告された数値と実績報告の数値に

相当な乖離がみられた場合、その他追加配分の取組に著しい変更が生じた場

合には、必要に応じ、当年度又は次年度において産地交付金の配分額の調整

等の所要の措置を講ずるものとします。 

 

４ 交付対象面積等の確認・算定 

 

（１）地域農業再生協議会は、助成内容に応じて、それぞれの要件を確認できる手

法により、交付対象となる作物の作付面積や取組の実施状況を確認します。 

 

（２）地域農業再生協議会は、（１）の確認結果に基づき、交付申請者ごとに各助

成の交付対象面積を算定します。交付対象面積は、助成ごとにａ単位（１ａ未

満切り捨て）となります。 

 

 

５ 交付金額の算定・交付 

 

（１）地域農業再生協議会は、算定した交付対象面積に基づき、交付申請者ごとの

交付金額を算定して「水田活用の直接支払交付金における産地交付金の交付額

報告書」（様式第 11－３号。以下「交付額報告書」といいます。）に取りまと

め、その関連データ（交付申請者ごとの交付額及び算定の基礎となった面積デ

ータを整理したものであって、地方農政局等が指定した形式とします。）とと

もに都道府県を経由して地方農政局等に提出します。 

 

 （注）交付申請者ごとの交付額の算定の根拠となる書類については、地域農業再

生協議会で保存しておくことにします。保存期間は、産地交付金に係る農業

者の交付申請が行われた年度の翌年度から５年間です。 

 

（２）その際、交付申請者ごとの交付金額の算定の結果、配分枠を超過する場合に

は、あらかじめ水田収益力強化ビジョンで定めた単価調整の方法に基づき、配
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分枠内に収まるように交付単価を減額することになります。 

 

（３）地域農業再生協議会は、３（１）の①から④までの取組に係る作付面積及び

実施状況の確認結果を「水田活用の直接支払交付金における産地交付金の追加

配分実施面積及び活用実績報告書」（（様式第 11－10 号）の別紙）に取りまと

め、その関連資料とともに、生産年の翌年３月 15 日までに都道府県に報告する

ものとします。都道府県は、地域農業再生協議会から報告のあった確認結果を

取りまとめの上、「水田活用の直接支払交付金における産地交付金の活用実績

報告書」（様式第 11－10 号）を作成し、生産年の翌年の３月 31 日までに地方

農政局等に提出します。 

 

（４）地方農政局長等は、交付申請者ごとの交付金計算書を作成します。 
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（別紙 14） 

畑地化促進助成について 

 

１ 交付対象となる取組 

   

  本助成の交付対象となる取組は、交付申請者が行う以下の取組とします。 

 

（１）畑地化支援に係る取組 

 

   前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金又は高収益作物定着促進支

援の交付対象となった作物が作付けられ、交付対象水田に該当している農地に

おいて、７月１日付けで交付対象水田から外し、生産性の向上や収益力の向上

に向け、畑作物の本作化を行う取組に対して、交付を行うものとします。ただ

し、交付の対象となる取組は、当該取組により交付対象水田から除外される農

地が、それ単独で又は前年度から遡って過去４年以上連続して水稲以外の作物

が作付けられており、かつ、当年度も水稲以外の作物の作付けが予定されてい

る農地若しくは前年度までに当該取組の対象となった農地と併せて、おおむね

団地化された畑地（品目や地域の特性等に鑑み、地域農業再生協議会がおおむ

ね集約されていると認める農地をいいます。以下同じです。）を形成するもの

に限ることとします。なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって当該取

組の要件を満たさないこととなった場合は、当該要因が発生した年度の前年度

までの作付状況を踏まえ、地方農政局長等が当該要件を満たす取組とみなすこ

とができるものとします。 

 

（注１）交付の対象となった農地においては、交付が行われてから５年間は、高

収益作物畑地化支援を受けた場合には販売を目的とした高収益作物、その

他畑地化支援を受けた場合には販売を目的とした高収益作物又は一般作物

の作付けが必要です。その際の作付状況の確認についてはⅣの第２の１の

（５）の規定を、作付けの有無の判断についてはⅣの第２の１の（９）の

規定を、出荷・販売の実績報告についてはⅣの第２の１の（４）の②の規

定を準用します。 

なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって畑地化支援に係る取組

が行えないことを地方農政局長等が認める場合には、当該年度を除く５年

間で実施することで、要件を満たす取組とみなすこととします。 

 

（注２）畑地化支援の交付の対象となった農地であっても、高収益作物定着促進

支援又は畑作物定着促進支援の支援期間は当該支援に係る助成を交付する

ことができることとします。 

加えて、都道府県推進計画に位置付けられた産地の交付申請者に対して

は、当該産地において、都道府県推進計画のうち産地推進計画に位置付け
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られた高収益作物を作付けする農地については、高収益作物定着促進支援

の支援期間は、産地交付金における高収益作物に係る助成を交付すること

ができることとします。 

 

（２）定着促進支援に係る取組 

 

① 高収益作物定着促進支援に係る取組 

 

ア 交付要件 

販売を目的とした高収益作物の導入・定着を図る取組に対して、作付面

積に応じて交付を行うものとします。 

なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって高収益作物定着促進支

援に係る取組が行えないことを地方農政局長等が認める場合には、当該年

度を除く５年間を支援期間とすることができることとします。 

 

イ 高収益作物定着促進支援の対象作物の申告 

高収益作物定着促進支援及びⅣの第２の１の（６）の③のウは基幹作の

みが対象となるため、当年産において一つのほ場で複数回の作物の作付け

を行い、それぞれの作物の耕作者が異なる場合は、関係者間で調整の上、

営農計画書を提出するようにしてください。 

 

（注１）当年産に限り 100,000 円/10a（加工・業務用の野菜及び果樹にあっては

150,000 円/10a）が交付された農地においては、交付が行われてから５年

間は、販売を目的とした高収益作物の作付けが必要です。その際の作付状

況の確認についてはⅣの第２の１の（５）の規定を、作付けの有無の判断

についてはⅣの第２の１の（９）の規定を、出荷・販売の実績報告につい

てはⅣの第２の１の（４）の②の規定を準用します。 

 

② 畑作物定着促進支援に係る取組 

 

ア 交付要件 

 販売を目的とした一般作物又は高収益作物の導入・定着を図る取組に対

して、作付面積に応じて交付を行うものとします。 

交付対象となる作物については、以下の要件を満たして生産され、当該

年度に収穫を行うものであり、出荷・販売を行うことが必要です。 

なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって畑作物定着促進支援に

係る取組が行えないことを地方農政局長等が認める場合には、当該年度を

除く５年間を支援期間とすることができることとします。 

 

(ｱ) 麦 
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農協等と需要者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出 

荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

(ｲ) 大豆 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

(ｳ) 飼料作物（青刈り稲、わら専用稲等の水稲を除く。） 

需要者との品質等の条件を含めた利用供給協定を締結しているこ

と。自らの畜産経営に供する目的で生産する場合は、自家利用計画を

策定していること。 

 

(ｴ) そば・なたね 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

(ｵ) その他の作物 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

（注）麦、大豆のうち、自家加工については、「経営所得安定対策等の交

付金に係る自家加工販売(直売所等での販売)計画書兼出荷・販売等実

績報告書」（様式第９－２号）を作成してください。直売所での販売に

ついては、直売所と取引契約を締結するか又は直売所の名称、所在地、

連絡先、対象作物の年間販売予定数量などを記載した計画書を作成し

てください。 

 

イ 畑作物定着促進支援の対象作物の申告 

 畑作物定着促進支援は基幹作のみが対象となるため、当年産において一

つのほ場で複数回の作物の作付けを行い、それぞれの作物の耕作者が異な

る場合は、関係者間で調整の上、営農計画書を提出するようにしてくださ

い。 

 

（注２）当年産に限り 100,000 円/10a が交付された農地においては、交付が行わ

れてから５年間は、販売を目的とした高収益作物又は一般作物の作付けが

必要です。その際の作付状況の確認についてはⅣの第２の１の（５）の規

定を、作付けの有無の判断についてはⅣの第２の１の（９）の規定を、出

荷・販売の実績報告についてはⅣの第２の１の（４）の②の規定を準用し

ます。 

 

（３）子実用とうもろこし支援に係る取組 

 

① 交付要件 

都道府県推進計画に位置付けられた産地において、産地推進計画に位置付
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けられた子実用とうもろこしを作付けする取組に対して、交付を行うものと

します。 

 

② 子実用とうもろこし支援の対象作物の申告 

子実用とうもろこし支援は基幹作のみが対象となるため、当年産において

一つのほ場で複数回の作物の作付けを行い、それぞれの作物の耕作者が異な

る場合は、関係者間で調整の上、営農計画書を提出するようにしてください。 

 

２ 交付金額の算定手順 

 

（１）Ⅳの第２の１の（４）の①の交付申請者は、１の（１）に掲げる取組を行う

場合には、交付申請書及び営農計画書の地域農業再生協議会への提出に際し、

下表に掲げる書類を添付するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組名 添付書類  

畑地化支援に係る取組 

 

・地域農業再生協議会において発行された、１の（１）

の要件を満たすことを証する書類 

 

※交付申請予定者は、５月 31 日までに、交付対象とな

る農地がおおむね団地化された畑地を形成し得るこ

とが分かる資料（空中写真又は農地地図等）及びその

他参考となる資料を添えて地域農業再生協議会に事

前に確認申請を行ってください（参考様式４－１「畑

地化支援に係る取組の要件確認申請書」を参照してく

ださい。）。 

 

地域農業再生協議会は、提出された資料を踏まえて

当該農地が１の（１）の要件を満たすことを確認した

ときは、そのことを証する書類を交付申請日までに交

付申請予定者に対して発行してください（参考様式４

－２「畑地化支援に係る取組の要件確認通知書」を参

照してください。）。 

 

 

（２）Ⅳの第２の１の（４）の①の交付申請者は、１の（２）に掲げる取組のうち

加工・業務用野菜又は果樹の導入を行う場合には、水田活用の直接支払交付金

の対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書の地方農政局等又は地域農

業再生協議会への提出に際し、下表に掲げる書類を添付するものとします。 
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取組名 添付書類  

高収 益 作物定着促 進支

援に係る取組 

・加工・業務用の野菜及び果樹にあっては、出荷・販売

契約書の写し（中間事業者が販売に介在する場合にあ

っては、当該中間事業者も含めた出荷・販売契約書の

写し）及び販売伝票の写し 

 

 

３ 交付額の調整に係る対応 

   

（１）畑地化支援に係る取組を実施したことで、交付対象水田に該当しなくなった

農地において、当該取組が行われてから５年以内に、高収益作物畑地化支援を

受けた場合にあっては販売を目的とした高収益作物、その他畑地化支援を受け

た場合にあっては販売を目的とした高収益作物又は一般作物について、作付け

又は出荷・販売の実績がないことが確認される場合には、必要に応じ、過年度

分の畑地化支援の交付額の返還又は次年度における産地交付金の配分額の調整

等の所要の措置を講ずるものとします。ただし、自然災害等その他不可抗力の

要因によるものと地方農政局長等が認める場合は除きます。 

 

（２）高収益作物定着促進支援及び畑作物定着促進支援に係る取組に関し、以下の

場合には、高収益作物定着促進支援又は畑作物定着促進支援の交付が行われた

初年度から当年度までの交付額について、交付額の返還又は次年度において産

地交付金の配分額の調整等の所要の措置を講ずるものとします。ただし、自然

災害等その他不可抗力の要因によるものと地方農政局長等が認める場合は除き

ます。 

  ① 畑地化の取組を行わなかった場合 

② 高収益作物定着促進支援の支援期間中に、販売を目的とした高収益作物の

作付け又は出荷・販売の実績がないことが確認される場合 

③ 畑作物定着促進支援の支援期間中に、販売を目的とした高収益作物又は一

般作物の作付け又は出荷・販売の実績がないことが確認される場合 

④ １の（１）の（注２）に基づき、産地交付金の高収益作物に係る助成を交

付されている農地において、高収益作物定着促進支援の支援期間中に、交付

申請者ごとにみて産地推進計画に位置付けられた高収益作物の作付面積が

減少した場合 
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（別紙 15） 

都道府県連携型助成について 

 

１ 交付要件となる都道府県事業 

   

  本助成の交付要件となる都道府県が措置する事業（メニュー）は以下の全ての

条件を満たすものとします。 

 

（１）令和８年産の転換作物を生産する農業者に対して、作付面積に応じて交付さ

れるものであること 

 

（２）営農計画書等の提出期限（生産年の６月 30 日）までに農業者に支援内容が提

示されるものであること 

 

２ 交付対象となる面積 

 

  都道府県が１の条件を満たす事業（メニュー）により転換作物を生産する農業

者を支援する場合に、当該事業（メニュー）の対象となった交付申請者が作付け

を行った、当該支援の対象となった転換作物の前年度からの拡大面積（基幹作に

限ります。）を対象とします。ただし、当該事業（メニュー）における支援対象

面積の算定に要件を設けている場合、本助成の交付対象となる拡大面積の算定に

当たっても、当該事業の要件を適用します。 

 

３ 交付金額の算定手順 

 

（１）都道府県は、１を満たし得る事業（メニュー）がある場合には、支援内容、

支援対象面積・要件の確認・算定方法等を「水田活用の直接支払交付金におけ

る都道府県連携型助成に係る都道府県事業の承認申請について」（様式    

第 11-11 号）に取りまとめ、地方農政局等に５月 31 日までに提出するものとし

ます。 

 

（２）地方農政局等は、都道府県から提出のあった（１）について、１に照らして

適当か、交付金額の算定・交付が可能か等を審査し、その内容が適当と認めら

れる場合は当該事業（メニュー）を本助成の交付対象となる都道府県事業とし

て承認し、６月 30 日までに都道府県に通知するものとします。 

 

（３）都道府県は、承認を受けた都道府県事業に係る支援対象面積等の関連データ

を地域農業再生協議会と連携し「水田活用の直接支払交付金における都道府県

連携型助成に係る都道府県事業の支援実績の報告について」（様式第 11－12 号）

に取りまとめ、地方農政局等に提出するものとします。 
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 （注）様式第 11－12 号の根拠となる書類については、都道府県で保存しておくこ

ととします。保存期間は、都道府県連携型助成に係る農業者の交付申請が行

われた年度の翌年度から５年間です。 

 

（４）地方農政局等は、交付申請者ごとの交付対象面積及び交付金額を算定し、交

付金計算書を作成します。 
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（別紙 17） 
 

コメ新市場開拓等促進事業の採択・配分基準について 
 

コメ新市場開拓等促進事業の採択及び予算額の配分については、以下のとおり、都

道府県取組計画書に含まれている地域農業再生協議会の産地・実需協働プラン（以下

「プラン」といいます。）にて定められた品目ごとに、配分対象となる地域農業再生

協議会を決定し、予算の範囲内において採択・配分するものとします。 
 
１ 農産局長は、Ⅳの第２の２の（６）の①により提出のあった都道府県取組計画書

について、都道府県取組計画書に含まれているプランで定められた品目ごとに、配

点基準に基づくポイントが上位のプランの品目から順に予算の範囲内において採

択し、当該プランの品目の要望額を都道府県農業再生協議会ごとに合計し、当該合

計額を配分額として地方農政局長等に通知するものとします。 
なお、この配分額の算定に当たっては、まず配点基準の品目ごとの優先枠の予算

の範囲内において、品目ごとにポイントが上位のものから配分対象とし、続いて優

先枠の予算の範囲内において配分対象とならなかったプランの品目について、優先

枠以外の予算の範囲内（優先枠の予算に残余があった場合は当該残余額も含む。）

にて、品目に関わらずポイントが上位のものから配分対象とするものとします。 
 
２ １により配分した結果、最後の配分可能額が要望額に満たない場合であって、か

つ、同一ポイントのプランの品目が複数ある場合は、要望額の小さいものから順に

配分対象とするものとします。 
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【配点基準】 
項目 ポイント 

１ 低コスト

生産等の取

組状況 

【新市場開拓用米】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 

②当年産における低コスト生産等の取

組面積／前年産の作付面積 ※１ 

ア 100ha 以上 24  ア 300％以上 24  

イ 80ha 以上～100ha 未満 20  イ 200％以上～300％未満 20  

ウ 60ha 以上～80ha 未満 16  ウ 150％以上～200％未満 16  

エ 40ha 以上～60ha 未満  12  エ 100％以上～150％未満 12  

オ 20ha 以上～40ha 未満  8  オ 75％以上～100％未満 8  

カ 20ha 未満 4  カ 75％未満 4  

【加工用米】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 

②当年産における低コスト生産等の取

組面積／前年産の作付面積 ※１ 

ア 400ha 以上       12  ア 300％以上 12  

イ 300ha 以上～400ha 未満 10  イ 200％以上～300％未満 10  

ウ 200ha 以上～300ha 未満 8  ウ 150％以上～200％未満 8  

エ 100ha 以上～200ha 未満  6  エ 100％以上～150％未満 6  

オ 50ha 以上～100ha 未満  4  オ 75％以上～100％未満 4  

カ 50ha 未満 2  カ 75％未満 2  

【米粉用米】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 

②当年産における低コスト生産等の取

組面積／前年産の作付面積 ※１ 

ア 50ha 以上 12  ア 300％以上 12  

イ 40ha 以上～50ha 未満 10  イ 200％以上～300％未満 10  

ウ 30ha 以上～40ha 未満 8  ウ 150％以上～200％未満 8  

エ 20ha 以上～30ha 未満  6  エ 100％以上～150％未満 6  

オ 10ha 以上～20ha 未満  4  オ 75％以上～100％未満 4  

カ 10ha 未満 2  カ 75％未満 2  

【酒造好適米】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 
②当年産における低コスト生産等の取

組面積／前年産の作付面積 ※１ 
ア 100ha 以上 24  ア 300％以上 24  
イ 80ha 以上～100ha 未満 20  イ 200％以上～300％未満 20  
ウ 60ha 以上～80ha 未満 16  ウ 150％以上～200％未満 16  
エ 40ha 以上～60ha 未満  12  エ 100％以上～150％未満 12  
オ 20ha 以上～40ha 未満  8  オ 75％以上～100％未満 8  
カ 20ha 未満 4  カ 75％未満 4  
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２ 本事業対

象品目の作

付状況 

【全作物共通】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における本事業対象品目の作

付面積の拡大 ※２ 

  

②当年産における本事業対象品目の作

付面積の拡大分／前年産における本事

業対象品目の作付面積 ※２ 

ア 50ha 以上 6  ア 10％以上 6  

イ 40ha 以上～50ha 未満 5  イ  8％以上～10％未満 5  

ウ 30ha 以上～40ha 未満 4  ウ  6％以上～8％未満 4  

エ 20ha 以上～30ha 未満 3  エ  4％以上～6％未満 3  

オ 10ha 以上～20ha 未満 2  オ  2％以上～4％未満 2  

カ 0ha 超～10ha 未満 1  カ  0％超 ～2％未満 1  

３ ﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰ

ｼｮﾝの取組状

況  

【全作物共通】 
当年産の転換作物の作付面積に占める翌年産にﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝを行う面積の割合 

※３ 

ア 50％以上 6   

イ 40％以上～50％未満 4   

ウ 30％以上～40％未満 2   

４ 新規取組

農業者の状

況 

【全作物共通】 
低コスト生産等の取組面積に占める、本事業に新規に取り組む農業者（品目ごと

で新規の農業者を含む）の低コスト生産等の取組面積の割合 

ア 100％ 12   

イ 80％以上～100％未満 6   

ウ 50％以上～80％未満 3   

５ 地域計画

の策定状況 
【全作物共通】 
低コスト生産等の取組面積に占める地域計画（農業経営基盤強化促進法（昭和

55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」という。）第 19 条第１項に規定する地

域計画をいう。）のうち目標地図（基盤強化法第 19 条第３項に規定する地図を

いう。）に位置付けられた農業者の低コスト生産等の取組面積の割合 

ア 80％以上 6   

イ 50％以上～80％未満 4   

ウ 10％以上～50％未満 2   

６ 酒造好適

米の安定供

給に向けた

取組 

【酒造好適米】 
令和８～10 年度における、低コスト生産等の延べ取組面積に占める複数年の低コスト生

産等に取り組む農業者の延べ取組面積の割合 

ア 50％以上 6   

イ 30％以上～50％未満 4   

ウ 10％以上～30％未満 2   

優先枠 

新市場開拓用米 ４０億円 

加工用米 ２０億円 

米粉用米 ２０億円 

酒造好適米 ３０億円 
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※１ １について、前年度事業で採択された協議会のうち、前年度事業における低コ

スト生産等の取組面積の計画を達成できなかった場合は、未達分の面積を今回の

申請における取組面積から減じた上でポイントを算出すること。 
※２ ２について、低コスト生産等に取り組まない面積も含む。 
※３ 地域農業再生協議会単位での転換作物の作付面積に対する、事業に取り組む全

農業者の本事業対象品目で翌年産にﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝに取り組む面積の割合 
  （割合＝本事業対象品目における翌年産のﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝ面積／当年産の転換作物

の作付面積） 
 
 

133



（別紙 18） 
 

低コスト生産等の取組の追加について（コメ新市場開拓等促進事業） 

 

１ 手続 

（１）都道府県農業再生協議会の長は、低コスト生産等の取組を追加しようとする

場合は、別紙 18 様式第１号により、地方農政局長等に承認の申請を行うもの

とします。 

（２）（１）の承認申請に当たっては、追加しようとする低コスト生産等の取組（以

下「地域特認メニュー」という。）の根拠となる文献やデータ等を添付するもの

とします。 

（３）地方農政局長等は、（１）の申請について、承認の可否を決定し、別紙 18 様

式第２号により都道府県農業再生協議会の長に通知するものとします。 

 

２ 承認申請に当たっての留意事項 

（１）地域特認メニューは、原則として、農業者自身が行う取組であり、かつ、取

組により農業者自身に追加的な負担（掛増し経費）が発生するものとします。 

（２）地域特認メニューの基本的な考え方は、次のとおりとします。 

低コスト又は省力化に資する取組であること 

なお、酒造好適米においては、上記のほか、品質の向上や収量の安定に

資する取組であること 

（３）取組の有無を客観的に判断できる基準（取組基準）を設けるものとします。 
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（別紙 18 様式第１号） 

 
番   号  
年 月 日  

 
○○農政局長 
北海道農政事務所長   殿 
内閣府沖縄総合事務局長 
 

住所       
○○農業再生協議会       

会長 
 
 

地域特認メニューの協議について 
 
 

 コメ新市場開拓等促進事業において、下記の取組を低コスト生産等の取組として地
域特認メニューとしたいので、添付資料を添えて申請する。 

 
記 

 
１．取組の名称 
 
 
２．取組の具体的内容 

※低コスト生産等の取組の根拠となる文献、データ等を添付すること。 
 
 
３．取組基準 
 
 
４．本取組を取り入れる背景及び普及の状況 
 
 
５．本取組の今後の活用の見通し 
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（別紙 18 様式第２号） 

 

番   号  
年 月 日  

 
○○農業再生協議会 

会長 ○○ ○○  殿 
 

○○農政局長 
北海道農政事務所長 

沖縄総合事務局長 
 
 

地域特認メニューの協議について（承認） 
 

（承認する場合） 
 令和○年○月○日付け○○で協議のあったことについて、下記のとおり承認するの

で、通知する。 
 

記 
 
１．承認する取組の名称 
 
 
２．承認する取組の具体的内容 
 
 
３．承認する取組基準 
 

 

（承認しない場合） 

令和○年○月○日付け○○で協議のあったことについて、承認しないので、 

その旨を通知する。 
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（別紙 19） 

 
畑作物産地形成促進事業の採択・配分基準について 

 
畑作物産地形成促進事業の採択及び予算額の配分については、以下のとおり、都道

府県取組計画書に含まれている地域農業再生協議会の産地・実需協働プラン（以下「プ

ラン」といいます。）にて定められた品目・仕向けごとに、配分対象となる地域農業

再生協議会を決定し、予算の範囲内において採択・配分するものとします。 
採択・配分に当たっては、まずは前年度に畑地化を行った地域農業再生協議会及び

当年度に畑地化を行う予定の地域農業再生協議会（以下「畑地化協議会」という。）

を採択・配分の対象とし、次にそれ以外の地域農業再生協議会（以下「その他協議会」

という。）を採択・配分の対象とするものとします。 
 
１ 農産局長は、Ⅳの第２の３の（６）の①により提出のあった都道府県取組計画書

について、都道府県取組計画書に含まれているプランのうち、畑地化協議会のプラ

ンから配分対象とします。 
 
２ 畑地化協議会のプランの要望額の合計が予算額を上回る場合は、プランで定めら

れた品目・仕向けごとに、配点基準に基づくポイントが上位のプランの品目・仕向

けから順に予算の範囲内において採択し、当該プランの品目・仕向けの要望額を都

道府県農業再生協議会ごとに合計し、当該合計額を配分額として地方農政局長等に

通知するものとします。 
  なお、この配分額の算定に当たっては、まず配点基準の品目・仕向けごとの優先

枠の範囲内において、品目・仕向けごとにポイントが上位のものから配分対象とし、

続いて優先枠の予算の範囲内において配分対象とならなかったプランの品目・仕向

けについて、優先枠以外の予算の範囲内（優先枠の予算に残余があった場合は当該

残余額も含む。）にて、品目・仕向けに関わらずポイントが上位のものから配分対

象とするものとします。 
 
３ 畑地化協議会のプランの要望額の合計が予算額を下回る場合は、畑地化協議会の

プランを採択した上で、その他協議会のプランについて、品目・仕向けごとに、配

点基準に基づくポイントが上位のプランの品目・仕向けから順に予算の範囲内にお

いて採択し、これらの採択プランの品目・仕向けの要望額を都道府県農業再生協議

会ごとに合計し、当該合計額を配分額として地方農政局長等に通知するものとしま

す。 
なお、その他協議会のプランの採択に当たっては、畑地化協議会のプランの品目

・仕向けごとの要望額が配点基準の品目・仕向けごとの優先枠を下回る場合は、品

目・仕向けごとの優先枠の残額の範囲内において、品目・仕向けごとにポイントが
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上位のものから配分対象とし、続いて優先枠の予算の範囲内において配分対象とな

らなかったプランの品目・仕向けについて、優先枠以外の予算の範囲内（優先枠の

予算に残余があった場合は当該残余額も含む。）にて、品目・仕向けに関わらずポ

イントが上位のものから配分対象とするものとします。 
 
４ ２又は３により配分した結果、最後の配分可能額が要望額に満たない場合であっ

て、かつ、同一ポイントのプランの品目・仕向けが複数ある場合は、要望額の小さ

いものから順に配分対象とするものとします。 
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【配点基準】 
項目 ポイント 

１ 低コスト

生産等の取

組状況 

【麦、大豆】 
①又は②のいずれかを選択。 

新市場開拓用の場合は（ ）のポイント。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 

②当年産における低コスト生産等の取組

面積／前年産の作付面積 ※１ 

ア 700ha 以上       12 (24) ア 300％以上 12 (24) 

イ 550ha 以上～700ha 未満 10 (20) イ 200％以上～300％未満 10 (20) 

ウ 400ha 以上～550ha 未満 8 (16) ウ 150％以上～200％未満 8 (16) 

エ 250ha 以上～400ha 未満  6 (12) エ 100％以上～150％未満 6 (12) 

オ 100ha 以上～250ha 未満  4 ( 8) オ 75％以上～100％未満 4 ( 8) 

カ 100ha 未満 2 ( 4) カ 75％未満 2 ( 4) 

【高収益作物】 
①又は②のいずれかを選択。 

新市場開拓用の場合は（ ）のポイント。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 

②当年産における低コスト生産等の取組

面積／前年産の作付面積 ※１ 

ア 50ha 以上       12 (24) ア 300％以上 12 (24) 

イ 40ha 以上～50ha 未満 10 (20) イ 200％以上～300％未満 10 (20) 

ウ 30ha 以上～40ha 未満 8 (16) ウ 150％以上～200％未満 8 (16) 

エ 20ha 以上～30ha 未満  6 (12) エ 100％以上～150％未満 6 (12) 

オ 10ha 以上～20ha 未満  4 ( 8) オ 75％以上～100％未満 4 ( 8) 

カ 10ha 未満 2 ( 4) カ 75％未満 2 ( 4) 

【子実用とうもろこし】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における低コスト生産等の取

組面積 ※１ 

②当年産における低コスト生産等の取組

面積／前年産の作付面積 ※１ 

ア 50ha 以上       12  ア 300％以上 12  

イ 40ha 以上～50ha 未満 10  イ 200％以上～300％未満 10  

ウ 30ha 以上～40ha 未満 8  ウ 150％以上～200％未満 8  

エ 20ha 以上～30ha 未満  6  エ 100％以上～150％未満 6  

オ 10ha 以上～20ha 未満  4  オ 75％以上～100％未満 4  

カ 10ha 未満 2  カ 75％未満 2  

２ 本事業対

象品目の作

付状況 

【全作物共通】 
①又は②のいずれかを選択。 

①当年産における本事業対象品目の作

付面積の拡大 ※２ 

  

②当年産における本事業対象品目の作付

面積の拡大分／前年産における本事業対

象品目の作付面積 ※２ 

ア 50ha 以上 6  ア 10％以上 6  

イ 40ha 以上～50ha 未満 5  イ  8％以上～10％未満 5  

ウ 30ha 以上～40ha 未満 4  ウ  6％以上～8％未満 4  

エ 20ha 以上～30ha 未満 3  エ  4％以上～6％未満 3  

オ 10ha 以上～20ha 未満 2  オ  2％以上～4％未満 2  

カ 0ha 超～10ha 未満 1  カ  0％超 ～2％未満 1  
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３ ﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰ

ｼｮﾝの取組状

況  

【全作物共通】 
当年産の転換作物の作付面積に占める翌年産にﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝを行う面積の割合 

※３ 

ア 50％以上 6   

イ 40％以上～50％未満 4   

ウ 30％以上～40％未満 2   

４ 新規取組

農業者の状

況 

【全作物共通】 
低コスト生産等の取組面積に占める、本事業に新規に取り組む農業者（品目・仕

向けごとで新規の農業者を含む）の低コスト生産等の取組面積の割合 

ア 100％ 12   

イ 80％以上～100％未満 6   

ウ 50％以上～80％未満 3   

５ 地域計画

の策定状況 
【全作物共通】 
低コスト生産等の取組面積に占める地域計画のうち目標地図に位置付けられた農

業者の低コスト生産等の取組面積の割合 

ア 80％以上 6   

イ 50％以上～80％未満 4   

ウ 10％以上～50％未満 2   

優先枠 

麦【加工】４０億円、麦【新市場開拓用】５億円、 

大豆【加工】４０億円、大豆【新市場開拓用】５億円、 

高収益作物【加工・業務用】１０億円、高収益作物【新市場開拓用】１０億円、 

子実用とうもろこし １０億円 

※１ １について、前年度事業で採択された協議会のうち、前年度事業における低コ

スト生産等の取組面積の計画を達成できなかった場合は、未達分の面積を今回の

申請における取組面積から減じた上でポイントを算出すること。 
※２ ２について、低コスト生産等に取り組まない面積も含む。 
※３ 地域農業再生協議会単位での転換作物の作付面積に対する、事業に取り組む全

農業者の本事業対象品目で翌年産にﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝに取り組む面積の割合 
  （割合＝本事業対象品目における翌年産のﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝ面積／当年産の転換作物

の作付面積） 
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（別紙 20） 
 

低コスト生産等の取組の追加について（畑作物産地形成促進事業） 

 

１ 手続 

（１）都道府県農業再生協議会の長は、低コスト生産等の取組を追加しようとする

場合は、別紙 20 様式第１号により、地方農政局長等に承認の申請を行うもの

とします。 

（２）（１）の承認申請に当たっては、追加しようとする低コスト生産等の取組（以

下「地域特認メニュー」という。）の根拠となる文献やデータ等を添付するもの

とします。 

（３）地方農政局長等は、（１）の申請について、承認の可否を決定し、別紙 20 様

式第２号により都道府県農業再生協議会の長に通知するものとします。 

 

２ 承認申請に当たっての留意事項 

（１）地域特認メニューは、原則として、農業者自身が行う取組であり、かつ、取

組により農業者自身に追加的な負担（掛増し経費）が発生するものとします。 

（２）品目ごとの地域特認メニューの基本的な考え方は、次のとおりとします。 

①  麦・大豆 

低コスト、畑地化、単収の高位安定化に資する取組であること 

②  高収益作物 

低コスト、畑地化、植物検疫、残留農薬低減、作柄安定に資する取組である

こと 

③  子実用とうもろこし 

低コスト、畑地化、単収の向上、高品質化、省力化生産に資する取組である 

こと 

（３）取組の有無を客観的に判断できる基準（取組基準）を設けるものとします。 
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（別紙 20 様式第１号） 

 
番   号  
年 月 日  

 
○○農政局長 
北海道農政事務所長   殿 
内閣府沖縄総合事務局長 
 

住所       
○○農業再生協議会       

会長 
 
 

地域特認メニューの協議について 
 
 

 畑作物産地形成促進事業において、下記の取組を低コスト生産等の取組として地域
特認メニューとしたいので、添付資料を添えて申請する。 

 
記 

 
１．取組の名称 
 
 
２．取組の具体的内容 

※低コスト生産等の取組の根拠となる文献、データ等を添付すること。 
 
 
３．取組基準 
 
 
４．本取組を取り入れる背景及び普及の状況 
 
 
５．本取組の今後の活用の見通し 
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（別紙 20 様式第２号） 

 

番   号  
年 月 日  

 
○○農業再生協議会 

会長 ○○ ○○  殿 
 

○○農政局長 
北海道農政事務所長 

沖縄総合事務局長 
 
 

地域特認メニューの協議について（承認） 
 

（承認する場合） 
 令和○年○月○日付け○○で協議のあったことについて、下記のとおり承認するの

で、通知する。 
 

記 
 
１．承認する取組の名称 
 
 
２．承認する取組の具体的内容 
 
 
３．承認する取組基準 
 

 

（承認しない場合） 

令和○年○月○日付け○○で協議のあったことについて、承認しないので、その

旨を通知する。 
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（別紙 21） 

 

畑地化促進事業（畑地化支援及び定着促進支援）の交付対象となる取組等について 

 

１ 交付対象となる取組 

 

本事業の交付対象となる取組は、交付申請者が行う以下の取組とします。 

 

（１）畑地化支援に係る取組 

 

前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金又は高収益作物定着促進支

援の交付対象となった作物が作付けられ、交付対象水田に該当している農地に

おいて、７月１日付けで交付対象水田から外し、生産性の向上や収益力の向上

に向け、畑作物の本作化を行う取組に対して、交付を行うものとします。ただ

し、交付の対象となる取組は、当該取組により交付対象水田から除外される農

地が、それ単独で又は前年度から遡って過去４年以上連続して水稲以外の作物

が作付けられており、かつ、当年度も水稲以外の作物の作付けが予定されてい

る農地若しくは前年度までに当該取組の対象となった農地と併せて、おおむね

団地化された畑地（品目や地域の特性等に鑑み、地域農業再生協議会がおおむ

ね集約されていると認める農地をいいます。以下同じです。）を形成するもの

に限ることとします。なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって当該取

組の要件を満たさないこととなった場合は、当該要因が発生した年度の前年度

までの作付状況を踏まえ、地方農政局長等が当該要件を満たす取組とみなすこ

とができるものとします。 

 

（注１）交付の対象となった農地においては、交付が行われてから５年間は、高

収益作物畑地化支援を受けた場合には販売を目的とした高収益作物、その

他畑地化支援を受けた場合には販売を目的とした高収益作物又は一般作物

の作付けが必要です。その際の作付状況の確認についてはⅣの第２の１の

（５）の規定を、作付けの有無の判断についてはⅣの第２の１の（９）の

規定を、出荷・販売の実績報告についてはⅣの第２の１の（４）の②の規

定を準用します。 

なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって畑地化支援に係る取組

が行えないことを地方農政局長等が認める場合には、当該年度を除く５年

間で実施することで、要件を満たす取組とみなすこととします。 

 

（注２）畑地化支援の交付の対象となった農地であっても、高収益作物定着促進

支援又は畑作物定着促進支援の支援期間は当該支援に係る助成を交付する

ことができることとします。 

加えて、都道府県推進計画に位置付けられた産地の交付申請者に対して
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は、当該産地において、都道府県推進計画のうち産地推進計画に位置付け

られた高収益作物を作付する農地については、高収益作物定着促進支援の

支援期間は、産地交付金における高収益作物に係る助成を交付することが

できることとします。 

 

（２）定着促進支援に係る取組 

 

① 高収益作物定着促進支援に係る取組 

 

ア 交付要件 

販売を目的とした高収益作物の導入・定着を図る取組に対して、作付面

積に応じて交付を行うものとします。 

なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって高収益作物定着促進支

援に係る取組が行えないことを地方農政局長等が認める場合には、当該年

度を除く５年間を支援期間とすることができることとします。 

 

イ 高収益作物定着促進支援の対象作物の申告 

高収益作物定着促進支援は基幹作のみが対象となるため、当年産におい

て一つのほ場で複数回の作物の作付けを行い、それぞれの作物の耕作者が

異なる場合は、関係者間で調整の上、営農計画書を提出するようにしてく

ださい。 

 

（注）当年産に限り 100,000 円/10a（加工・業務用の野菜及び果樹にあっては

150,000 円/10a）が交付された農地においては、交付が行われてから５年

間は、販売を目的とした高収益作物の作付けが必要です。その際の作付状

況の確認についてはⅣの第２の１の（５）の規定を、作付けの有無の判断

についてはⅣの第２の１の（９）の規定を、出荷・販売の実績報告につい

てはⅣの第２の１の（４）の②の規定を準用します。 

 

② 畑作物定着促進支援に係る取組 

 

ア 交付要件 

 販売を目的とした一般作物又は高収益作物の導入・定着を図る取組に対

して、作付面積に応じて交付を行うものとします。 

交付対象となる作物については、以下の要件を満たして生産され、当該

年度に収穫を行うものであり、出荷・販売を行うことが必要です。 

なお、自然災害等その他不可抗力の要因によって畑作物定着促進支援に

係る取組が行えないことを地方農政局長等が認める場合には、当該年度を

除く５年間を支援期間とすることができることとします。 
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(ｱ) 麦 

農協等と需要者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出

荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

(ｲ) 大豆 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

(ｳ) 飼料作物（青刈り稲、わら専用稲等の水稲を除く。） 

需要者との品質等の条件を含めた利用供給協定を締結しているこ

と。自らの畜産経営に供する目的で生産する場合は、自家利用計画を

策定していること。 

 

(ｴ) そば・なたね 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

(ｵ) その他の作物 

農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。 

 

（注）麦、大豆のうち、自家加工については、「経営所得安定対策等の交

付金に係る自家加工販売(直売所等での販売)計画書兼出荷・販売等実

績報告書」（様式第９－２号）を作成してください。直売所での販売に

ついては、直売所と取引契約を締結するか又は直売所の名称、所在地、

連絡先、対象作物の年間販売予定数量などを記載した計画書を作成し

てください。 

 

イ 畑作物定着促進支援の対象作物の申告 

 畑作物定着促進支援は基幹作のみが対象となるため、当年産において一

つのほ場で複数回の作物の作付けを行い、それぞれの作物の耕作者が異な

る場合は、関係者間で調整の上、営農計画書を提出するようにしてくださ

い。 

 

（注）当年産に限り 100,000 円/10a が交付された農地においては、交付が行われ

てから５年間は、販売を目的とした高収益作物又は一般作物の作付けが必

要です。その際の作付状況の確認についてはⅣの第２の１の（５）の規定

を、作付けの有無の判断についてはⅣの第２の１の（９）の規定を、出荷

・販売の実績報告についてはⅣの第２の１の（４）の②の規定を準用しま

す。 

 

２ 交付金額の算定手順 
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（１）Ⅳの第２の４の（３）の①の交付申請者は、１の（１）に掲げる取組を行う

場合には、交付申請書及び営農計画書の地域農業再生協議会への提出に際し、

下表に掲げる書類を添付するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組名 添付書類  

畑地化支援に係る取組 

 

・地域農業再生協議会において発行された、１の（１）

の要件を満たすことを証する書類 

 

※交付申請予定者は、Ⅳの第２の４の（３）の①におけ

る農産局長が別に通知する日の１か月前までに、交付

対象となる農地がおおむね団地化された畑地を形成

し得ることが分かる資料（空中写真又は農地地図等）

及びその他参考となる資料を添えて地域農業再生協

議会に事前に確認申請を行ってください（参考様式４

－１「畑地化支援に係る取組の要件確認申請書」を参

照してください。）。 

 

地域農業再生協議会は、提出された資料を踏まえて

当該農地が１の（１）の要件を満たすことを確認した

ときは、そのことを証する書類を交付申請日までに交

付申請予定者に対して発行してください（参考様式４

－２「畑地化支援に係る取組の要件確認通知書」を参

照してください。）。 

 

 

（２）Ⅳの第２の４の（３）の①の交付申請者は、１の（２）に掲げる取組のうち

加工・業務用野菜又は果樹の導入を行う場合には、水田活用直接支払交付金の

対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書の地方農政局等又は地域農業

再生協議会への提出に際し、下表に掲げる書類を添付するものとします。 

 

 

 

 

 

 

取組名 添付書類  

高収 益 作物定着促 進支

援に係る取組 

・加工・業務用の野菜及び果樹にあっては、出荷・販売

契約書の写し（中間事業者が販売に介在する場合にあ

っては、当該中間事業者も含めた出荷・販売契約書の

写し）及び販売伝票の写し 

 

３ 交付額の調整に係る対応 

 

（１）畑地化支援に係る取組を実施したことで、交付対象水田に該当しなくなった

農地において、当該取組が行われてから５年以内に、高収益作物畑地化支援を
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受けた場合にあっては販売を目的とした高収益作物、その他畑地化支援を受け

た場合にあっては販売を目的とした高収益作物又は一般作物について、作付け

又は出荷・販売の実績がないことが確認される場合には、必要に応じ、過年度

分の畑地化支援の交付額の返還又は次年度における産地交付金の配分額の調整

等の所要の措置を講ずるものとします。ただし、自然災害等その他不可抗力の

要因によるものと地方農政局長等が認める場合は除きます。 

 

（２）高収益作物定着促進支援及び畑作物定着促進支援に係る取組に関し、以下の

場合には、高収益作物定着促進支援又は畑作物定着促進支援の交付が行われた

初年度から当年度までの交付額について、交付額の返還又は次年度において産

地交付金の配分額の調整等の所要の措置を講ずるものとします。ただし、自然

災害等その他不可抗力の要因によるものと地方農政局長等が認める場合は除き

ます。 

① 畑地化の取組を行わなかった場合 

② 高収益作物定着促進支援の支援期間中に、販売を目的とした高収益作物の

作付け又は出荷・販売の実績がないことが確認される場合 

③ 畑作物定着促進支援の支援期間中に、販売を目的とした高収益作物又は一

般作物の作付け又は出荷・販売の実績がないことが確認される場合 

④ １の（１）の（注２）に基づき、産地交付金の高収益作物に係る助成を交

付されている農地において、高収益作物定着促進支援の支援期間中に、交付

申請者ごとにみて産地推進計画に位置付けられた高収益作物の作付面積が

減少した場合 
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（別紙 22） 
 

畑地化促進事業の配分基準について 
 

畑地化促進事業における予算額の配分については、以下のとおり、本事業の実施前

に行う要望の把握により、各農業者ごとの畑地化の取組面積や希望する交付方式に応

じて、配分対象となる農業者、当該農業者への配分額、その他必要な事項を決定し、

予算の範囲内において配分するものとします。 
 
１ 要望調査の取りまとめ 

（１）地域農業再生協議会は、当該協議会において畑地化促進事業の交付を希望す

る農業者（以下「要望者」と言います。）について、要望者ごとの取組面積、

取組品目、交付方式その他必要な事項を「畑地化促進事業（畑地化支援・定着

促進支援）に係る要望調査表」（様式第 15 号）に取りまとめて、都道府県に提

出することとします。 
 
（２）都道府県は、（１）により提出のあった内容を取りまとめて地方農政局等に

提出することとします。 
 
（３）地方農政局等は、（２）により提出のあった内容を取りまとめて農産局長に

提出することとします。 
 
２ 配分方法 

農産局長は、１（３）により提出のあった内容を取りまとめて、以下の考え方に

基づき、配分対象者及び当該対象者ごとの配分額を決定することとします。 
 
（１）要望者ごとの、取組面積及び都道府県推進計画への位置付けの有無に応じ、

予算の範囲内において、下表に定めた基準に基づくポイントが上位の要望者か

ら順に配分対象とすることとします。ただし、配分対象とする額は、畑地化支

援については要望額、定着促進支援については当該要望者の交付方式の希望に

かかわらず、分割交付方式（取組を開始した年産から５年にわたって毎年交付

される場合）により算定される額とします。 
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  ポイント 

①取組面積 ア ７ha 以上 

イ ５ha 以上７ha 未満 

ウ ３ha 以上５ha 未満 

エ １ha 以上３ha 未満 

オ １ha 未満 

10 

８ 

６ 

４ 

２ 

②その他 都道府県推進計画への位置付け 10 

（注１）表中の②その他については、要望者ごとの取組面積の全部又は一部に

おいて該当する場合に適用するものとします。 
（注２）表中の「都道府県推進計画への位置付け」とは、都道府県推進計画に

位置付けられた産地の農業者が、当該産地に係る産地推進計画に位置付

けられた高収益作物を作付けしている場合を指します。 
（注３）令和６年度補正予算畑作物産地形成促進事業における畑地化加算の交

付対象となった農地を優先して採択することとします。 
 
（２）なお、（１）により配分を実施した結果、最後の配分可能額が要望額に満た

ない場合であって、かつ、同一ポイントの要望者が複数いる場合には、要望額

の小さいものから順に配分対象とすることとします。 
 
（３）（１）により配分を実施し、更に予算に残余がある場合は、予算の残余額の

範囲において、要望者ごとの定着促進支援の交付方式の希望状況を踏まえつつ、

一括交付方式（取組を開始した年産に限り交付される場合）により算定された

額と、（１）における配分額との差額（以下「追加配分額」といいます。）を追

加で配分することとし、ポイントが上位の要望者から順に配分対象とすること

とします。 
 なお、過年度に本事業に採択された者のうち、分割交付を受けた者について

も、本年度に一括交付方式による交付を希望する場合は、本年度に採択された

者と合わせて審査を行い、表中の①、②に係るポイントが上位の要望者から順

に配分対象とすることとし、一括交付方式により算定された額から既に交付さ

れた額の差額を配分することとします。 
 

（４）なお、（３）により配分を実施した結果、最後の配分可能額が追加配分額に

満たない場合であって、かつ、同一ポイントの要望者が複数いる場合には、追

加配分額の小さいものから順に配分対象とすることとします。 
 
（５）（１）から（４）までにより配分を実施した結果を配分対象者ごとに取りま

とめ、配分対象者及び当該対象者ごとの配分額を決定することとします。 
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（別表１） 
交付対象とする低コスト生産等の取組（コメ新市場開拓等促進事業） 

 
 コメ新市場開拓等促進事業の交付対象とする低コスト生産等の取組については、以

下のとおりです。ただし、あらかじめ地方農政局長等の承認を受けた場合には、都道

府県農業再生協議会の長は交付対象とする取組を追加できるものとし、その承認に係

る手続は、別紙 18 によるものとします。 
 
 【新市場開拓用米、加工用米、米粉用米、酒造好適米】 

取組メニュー 取組内容 

①直播栽培 湛水直播栽培や乾田直播栽培 

②疎植栽培 地域の慣行栽培における移植密度に比べ密度を低くし、

移植に要する苗箱数を減らす取組 

③高密度播種育苗栽培 地域の慣行栽培における育苗密度に比べ密度を高くし、

移植に要する苗箱数を減らす取組 

④プール育苗 プールを設置し、プール内に苗箱を置き湛水状態で行う

育苗 

⑤温湯種子消毒 農薬を使用せず、約 60℃の温湯に種籾を浸漬し、種子消

毒を行う取組 

⑥効率的な移植栽培 無代掻き移植栽培、乳苗移植栽培 

⑦作期分散 作期の異なる複数品種を作付けし、作期を分散する取組 

⑧土壌診断等を踏まえた施肥・

土づくり 

土壌診断等に基づく施肥、有機質資材や土壌改良資材の

施用 

⑨効率的な施肥 流し込み施肥、育苗箱全量施肥、側条施肥 

⑩効率的な農薬処理 播種時同時処理、田植え同時処理 

⑪化学肥料の使用量削減 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の 30％以上削減 

⑫化学農薬の使用量削減 総合的な防除体系の確立等により、化学農薬の使用量の

50％以上削減 

⑬多収品種、高温耐性品種又は

米粉用米パン・麺専用品種の導

入 

多収品種、高温耐性品種又は米粉用米パン・麺専用品種

の作付け 

⑭農業機械の共同利用 地域における農業機械の共同利用やシェアリングサー 

ビスの活用 

⑮スマート農業機器の活用 ドローンや水管理システム等の活用 

⑯ほ場由来の温室効果ガスの  

削減 

ほ場由来のメタン発生量の削減に向けた取組の実施 

⑰ほ場への炭素貯留 ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 
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（別表２） 
交付対象とする低コスト生産等の取組（畑作物産地形成促進事業） 

 
 畑作物産地形成促進事業の交付対象とする低コスト生産等の取組については、以下

のとおりです。ただし、あらかじめ地方農政局長等の承認を受けた場合には、都道府

県農業再生協議会の長は交付対象とする取組を追加できるものとし、その承認に係る

手続は、別紙 20 によるものとします。 
 
 【麦】 

取組メニュー 取組内容 

①融雪促進 融雪促進剤の散布 

②新たに導入した品種に応じ

た施肥 
新たに導入した品種に応じた施肥 

③難防除雑草対策 総合的防除といった薬剤以外の方法によるスズメノテ

ッポウ、ネズミムギ、カラスムギ等の難防除雑草の防除 

④生育予測システムを活用し

た開花期・収穫期予測 
― 

⑤効率的・効果的な施肥 ピンポイント施肥、追肥重点施肥（開花期以降の追肥）

の実施 

⑥新たに実施する農業機械の

共同利用 
地域における農業機械の共同利用やシェアリングサー

ビスの新規の活用 

⑦新たに実施するスマート農

業機器の活用 
ドローンや収量コンバイン等の新規の活用 

⑧土層改良 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の

実施 

⑨畦畔除去 効率的な営農のための畦畔除去 

⑩均平作業（傾斜均平） レーザーレベラーや GPS レベラーを用いた均平作業 

⑪排水対策 心土破砕、弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、 
深耕、額縁明渠 

⑫ほ場由来の温室効果ガスの

削減 

ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 

⑬ほ場への炭素貯留 ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 

  ※⑧～⑪については、収穫後に実施する場合も対象 
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【大豆】 

取組メニュー 取組内容 

①大豆 300A 技術 研究機関が開発した 300A 技術及びそれに類する播種技

術の実施 

②難防除雑草対策 総合的防除といった薬剤以外の方法による帰化アサガ

オ類やアレチウリ等の難防除雑草の防除 

③土壌診断等を踏まえた土づ

くり 
土壌診断等に基づく有機質資材や土壌改良資材の施用 

④新品種の導入 単収の高位安定化に資する新品種の作付け 

⑤効率的な施肥 ピンポイント施肥の実施 

⑥均平作業（傾斜均平） レーザーレベラーや GPS レベラーを用いた均平作業 

⑦摘心栽培 ― 

⑧畝間かん水 ― 

⑨化学肥料の使用量削減 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の 30％以上削減 

⑩化学農薬の使用量削減 総合的な防除体系の確立等により、化学農薬の使用量の

50％以上削減 

⑪排水対策 弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕 

⑫新たに実施する農業機械の

共同利用 
地域における農業機械の共同利用やシェアリングサー

ビスの新規の活用 

⑬新たに実施するスマート農

業機器の活用 
ドローンや収量コンバイン等の新規の活用 

⑭土層改良 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の

実施 

⑮畦畔除去 効率的な営農のための畦畔除去 

⑯ほ場由来の温室効果ガスの

削減 

ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 

⑰ほ場への炭素貯留 ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 

 
【高収益作物（野菜・果樹等）】 

取組メニュー 取組内容 

①生物農薬の導入 有害生物の防除に利用される天敵昆虫等の生物的防除

資材の導入 

②農薬によらない病害虫対策 LED トラップや防虫ネットの設置、耕種的防除等の取組 

③農薬によらない土壌消毒 土壌還元消毒や熱水土壌消毒等の実施 

④農薬のドリフト対策 ドリフト低減ノズルや遮蔽物等の利用 

⑤化学肥料の使用量削減 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の 30％以上削減 
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⑥化学農薬の使用量削減 総合的な防除体系の確立等により、化学農薬の使用量の

50％以上削減 

⑦新品種の導入 輸出や加工・業務用に適した新品種の作付け 

⑧排水対策 弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕 

⑨新たに実施する農業機械の

共同利用 
地域における農業機械の共同利用やシェアリングサー

ビスの新規の活用 

⑩新たに実施するスマート農

業機器の活用 
ドローンや可変施肥機等の新規の活用 

⑪土層改良 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫

の実施 

⑫畦畔除去 効率的な営農のための畦畔除去 

⑬均平作業（傾斜均平） レーザーレベラーや GPS レベラーを用いた均平作業 

⑭ほ場由来の温室効果ガスの

削減 

ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 

⑮ほ場への炭素貯留 ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 

 
【子実用とうもろこし】 

取組メニュー 取組内容 

①排水対策 弾丸暗渠、有材補助暗渠、無材穿孔暗渠、深耕、耕うん

同時畝立て播種 

②均平作業（傾斜均平） レーザーレベラーや GPS レベラーを用いた均平作業 

③堆肥の利用 家畜排せつ物の堆肥の利用 

④農薬によらない病害虫対策 耕種的防除等の取組 

⑤生物農薬の活用 有害生物の防除に生物農薬（BT 剤）の活用 

⑥難防除雑草対策 総合的防除といった薬剤以外の方法によるイチビ、アレ

チウリ、ワルナスビ、帰化アサガオ類等の難防除雑草の

防除 
⑦化学肥料の使用量削減 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の 30％以上削減 

⑧化学農薬の使用量削減 総合的な防除体系の確立等により化学農薬の使用量の

50％以上削減 

⑨カビ毒の低減 カビ毒の原因となる病害虫の防除とカビ毒の検査の実

施 

⑩新たに実施する農業機械の

共同利用 
地域における農業機械の共同利用やシェアリングサー

ビスの新規の活用 

⑪新たに実施するスマート農

業機器の活用 
ドローンや収量コンバイン等の新規の活用 
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⑫土層改良 耕土の確保や土層の機能改善のための客土又は除礫の

実施 

⑬畦畔除去 効率的な営農のための畦畔除去 

⑭ほ場由来の温室効果ガスの

削減 

ほ場由来の一酸化二窒素削減に向けた取組の実施 

⑮ほ場への炭素貯留 ほ場への炭素貯留に向けた取組の実施 

⑯新品種の導入 子実用とうもろこしに適した新品種の作付け 

 
 

155



年産経営所得安定対策等交付金交付申請書

農林水産大臣　殿

□ 継続 □ 新規　「経営所得安定対策等実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通

知）」を了知した上で、経営所得安定対策等交付金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

　また、別紙「交付申請に関する誓約事項」について誓約します。

申請年月日

様式第１号A 令和

年 月 日

①
　
交
付
申
請
者
欄

フリガナ
生年月日

□　大正

氏名又は
法人・組織名

□　昭和

□　平成

経営形態
フリガナ □ 個人 　   □ 集落営農    　□ 法人

年 月 日

認定状況

住
所

（〒 -

代表者氏名
（法人・組織のみ）

法人
番号

） □ 認定農業者　　□ 認定新規就農者
□ ゲタ・ナラシ対象集落営農　 □ 認定なし

※ゲタ・ナラシに申請される場合は、いずれかに認定されて
いるか、認定されることが確実であることが必要です。

電話
番号

※連絡のとれる電話番号を記入してください（携帯可）

登録済の振込口座 □ 変更なし □ 新規

本年産の
申請

□　する □　しない □　する □　しない

前年産の
申請状況

無 無

 ②　交付申請内容　（本年産の交付金及び事業の各項目の申請「する」又は「しない」の□に✓してください）
　　　※ゲタ・ナラシを申請する方は、裏面（様式第１号B）にも記載欄があります。

交付金名 畑作物の直接支払交付金（ゲタ）の申請 収入減少影響緩和交付金（ナラシ）の申請

□ 変更あり

※ ゲタ対策の申請には、数量払と面積払の両方が含まれています。
※ 既に収入保険に加入している個人又は法人は、本年産のナラシの申請はできません。

事業名 水田活用直接支払交付金の申請

本年産の
申請

□ する

　「する」の場合、申請する事業の□に✔してください。

□ しない □ 水田活用の直接支払交付金　　□ コメ新市場開拓等促進事業

 □ 畑作物産地形成促進事業　　 　□ 畑地化促進事業

 ④　個人情報の取扱い（様式第１号別添１「個人情報の取扱い」をご確認の上、□に✔してください。）

□  経営所得安定対策等交付金に係る個人情報の取扱いについて、同意する。

【地域協議会等】 【地方農政局等】

前年産の
申請状況

無

※前年産の申請状況は参考です。

 ③　環境と調和のとれた農業生産の実施状況
　（様式第１号の参考「環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート」をご確認の上、□に✔してください。）

□  過去１年（新規申請者除く）及び今後１年の間、農業経営全体の状況について、環境と調和のとれた農業生産を実施。

交付申請者管理コード
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通信欄

　⑤　ゲタ・ナラシ申請者各種確認事項（ゲタ・ナラシ申請者が記載）　

 農地の有効利用の実施状況 ※確認して✔  □ 現在、耕作しておらず、かつ、引き続き耕作しない農地がない。

様式第１号B 令和 年産

〒 年　　月　　日

 営農開始・法人等設立からの期間 ※いずれかに✔ □　２年以上 □　２年未満

　　　　　【個人又は法人が記載】　※該当に✔ 　　　　　　【集落営農が記載】　※該当に✔

収入保険の加入状況 □ 加入している □ 加入していない
収入保険に加入している構成員の有無

（「有」の場合、当該構成員の人数）
□有 （ 人） □無

　本年産のゲタについて、申請作物を以下のとおり申し出
ます。なお、生産予定面積は様式第２号（営農計画書）に
記載した該当作物の合計です。

　本年産のナラシについて、本年８月末までに積立金の積
立てを行う旨及び対象作物ごとの生産予定面積を以下の
とおり申し出ます。

青色
申告

□
白色
申告

※営農開始・法人設立からの期間及び前年の税務申告の状況は、ゲタ対策における交付単価の決定及びナラシ対策をはじめとする経営所得安定対策等の将来的な
在り方を検討するための重要な情報です。

◆畑作物の直接支払交付金（ゲタ） ◆収入減少影響緩和交付金（ナラシ）

㎡

前年の税務申告の状況 □ 白色申告 □ 青色申告
前年の税務申告の状況

（組織としての状況を記載）
□ 各構成員が申告
（組織として申告なし）

□

⑥ ゲタの申請作物　※該当に✔ ⑧ ナラシの積立て申出

※以下はゲタの対象となりませんのでご注意ください。
　 種子用の麦・大豆・そば、麦芽原料用麦（ビール用麦等）、
　 黒大豆、食用植物油脂用以外のなたね

対象作物 地域等区分 生産予定面積

㎡

作付けの
有無

対象畑作物

春まき

作付け「あり」の場合
面積払の

収穫後交付を希望

□ する
㎡

□ あり
㎡

㎡

麦

小
麦

□ あり

㎡
□ あり

※対象作物ごと、地域等区分（地域別・銘柄別）ごとの生産予定面積を
記載してください。
※ナラシの対象作物について収入保険に加入している構成員のいる集
落営農は、当該構成員の分を除いた生産予定面積を記載してください。

□ あり

□ あり

㎡
□ あり

㎡

□ あり □ する

□ する

□ する

⑨ ナラシ積立金の積立コースの意向選択
　　※いずれかに✔□ あり

　以下の減収に対応した積立金を納付予定です。※「面積払の収穫後交付を希望」欄は、数量払の交付申請後（収穫量
確定後）に面積払を希望する場合、該当作物の「する」に✔してくださ
い。

□ １０％ □

□ あり

□ あり

なたね

てん菜

□ する

□ する

２０％

　⑦ ゲタ対策数量払の単価選択　※いずれかに✔
【地域協議会等】 【地方農政局等】

　本年６月末時点の状況を基に、以下の単価で申請しま
す。

□
免税事業者
向け単価

□
課税事業者向け単価

（免税事業者向け単価以外）
交付申請者管理コード

秋まき

二条大麦

六条大麦

はだか麦

大豆

そば

□ する

□ する

□ する

※免税事業者向け単価を申請する方は、２年前（２期前）の確定申告書
等の提出が必要です。

でん粉原料用ばれいしょ

□ する

様式第１号AとBを両面印刷で利用する場合は記載不要
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様式第１号 

（            交付申請の内容（詳細）            
 
（１）水田活用直接支払交付金 
   水田活用直接支払交付金の交付を受けたいので、実施要綱のⅣの第２の１の（７）、

Ⅳの第２の２の（８）の⑥のエ、Ⅳの第２の３の（８）の⑥のエ及びⅣの第２の４

の（６）の規定に基づき、地域農業再生協議会が営農計画書を基に確認した水田に

おける主食用米以外の作付面積により算定された交付対象面積に交付単価を乗じて

計算される金額の交付を申請します。 
 
（２）畑作物の直接支払交付金（ゲタ） 

① 面積払 
    面積払の交付を受けたいので、実施要綱のⅣの第１の１の（２）の③のオの(ｲ)

の規定に基づき、交付対象面積に交付単価を乗じて計算される金額の交付を申請

します。 
 

② 数量払 
数量払の交付を受けたいので、実施要綱のⅣの第１の１の（２）の②のアの(ｴ) 

の規定に基づき、対象畑作物の品質区分別生産量が確定した時点で、別途、数量

払交付申請書を提出します。 
 

（注）数量払による交付金の交付を受けるためには、別途、品質区分別生産量を

記載した「畑作物の直接支払交付金における数量払の交付申請書」（様式第

９－１号）に、確認書類（出荷・販売契約書の写し、販売伝票の写し、農産

物検査結果通知書の写し、品位等区分の確認の結果を証明した書類の写しな

ど）を添付して、地方農政局等に提出を行うことが必要になります。 
 
（３）収入減少影響緩和交付金（ナラシ） 
   収入減少影響緩和交付金（ナラシ）の交付を受けたいので、実施要綱のⅣの第１

の１の（３）の②のアの規定に基づき、８月 31 日までに、地方農政局等から通知さ

れる当年積立額を積立金管理者が指定する口座に納付します。 
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様式第１号別紙 

 

経営所得安定対策等交付金の交付申請に関する誓約事項 

 

１ 経営所得安定対策等の交付金に関する申請書、報告書の写し、出荷・販売に関

する契約書及び販売伝票等の関係書類の提出や、経営所得安定対策等立入調査

実施要領（令和４年３月25日付け３農産第3569号農林水産省農産局長通知）に

基づく立入調査において、地方農政局等から求められた質問への回答や物件の

提出等には、交付金を受給している限り、それに応じます。 

  また、営農計画書に記載した対象作物について、は種、肥培管理、収穫、品位

調製、出荷等の各段階において、サンプル採取や関係書類の提出を地方農政局等

から求められた場合には、そのことが無通告であってもそれに応じます。 

   なお、地方農政局等は、上記の場合において、当該対象作物の所有権が出

荷先等に既に移転している場合においては、所有権の一部合意解除により、

サンプルを確保することがあります。 

 

２ 出荷・販売契約書や出荷・販売伝票等の証拠書類について、交付申請を行った

年度の翌年度から５年間保管し、地方農政局等からの求めがあった場合には、

提出します。 

 

３ 以下の場合には、交付金を返還すること、又は交付されないことに異存ありま

せん。 

この際、関係する交付金のみならず、申請している全ての交付金の返還、

不交付に該当する場合もあるので、十分に注意願います。 

（１）交付申請書、営農計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請

したことが判明した場合 

（２）正当な理由なく、営農計画書に記載した交付対象作物を作付けていないこと

が判明した場合 

（３）営農計画書に記載した交付対象作物について、必要な出荷・販売契約等の締

結や計画の認定を受けていないこと、適切な作付け・肥培管理・収穫等が行

われていないことや、正当な理由なく、出荷・販売をしていないこと、その

他経営所得安定対策等の交付要件を満たす取組が行われていないことが判明

した場合 

（４）必要書類が保管されていないため、交付金の交付要件を満たすことが確認で

きない場合や、必要書類が保管されていたとしても提出を拒む場合 

（５）地方農政局等による「経営所得安定対策等立入調査」に応じない場合、また、

同調査において、虚偽の回答等を行った場合 

 

４ 交付申請書等の関係書類について、本要綱で定められた提出期限までに提出を

しなかった場合は、原則として、交付金が交付されない場合があることに異存あ

りません。 
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様式第１号の参考 

 

 

１ 土づくりの励行 
堆肥等の有機物の施用等による土づくりを励行しました。 

２ 適切で効果的・効率的な施肥 
作物特性や都道府県の施肥基準、土壌診断結果等に則して肥料成分の施用量及び施用方法を

適切にし、効果的・効率的な施肥を行いました。 

３ 効果的・効率的で適正な防除 
病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくりに努めるとともに、発生予察情報等を活用し、

被害が生じると判断される場合には、必要に応じて農薬の使用その他の防除手段を適切に組み

合わせて、効果的・効率的な防除を励行しました。農薬の使用及び保管は、関係法令に基づき

適正に行いました。 

４ 廃棄物の抑制と適正な処理・利用 
作物の生産に伴って発生する使用済みプラスチック等の廃棄物について、その削減に努める

とともに関係法令に基づき適正な処理を行いました。また、作物残さ等の有機物について利用

及び適正な処理に努めました。 

５ エネルギーの節減 
省エネルギーを意識し、ハウスの加温、穀類の乾燥等施設・機械等の使用及び導入に際し

て、不必要・非効率的なエネルギーの消費をしないよう努めました。 

６ 新たな知見・情報の収集 
作物の生産に伴う環境に対する影響等に関して新たな知見及び適切な対処に必要な情報の収

集に努めました。 

７ 生産に係る情報の保存 
生産活動の内容が確認できるよう、肥料、農薬の保管・使用状況及び農機、ハウス等の電

気・燃料の使用状況に係る記録を保存しました。 

８ 安全な農作業の実施 

農機・車両の適切な整備・管理を行い、安全な農作業の実施に努めました。 

 

 

過去１年間の農業生産の実施状況について、環境と調和のとれた食料システムの確立

のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号）の趣旨を

理解し、関係法令を遵守して、以上の取組を実践しました。 
 
① 農業者自らが実施状況を点検してください。 

② 都道府県が、点検シートと同等以上の内容を含む様式を独自に定めている場合において、その様式を用いて農業者が

既に同様に点検を適切に行っているときは、その様式の提出をもって、本チェック欄への✓に代えることができます。 

環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート 

チェック欄 
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様式第１号別添１ 

個人情報の取扱い 
 

農林水産省、内閣府沖縄総合事務局（以下「農林水産省等」といいます。）及び地域

農業再生協議会（以下「協議会」といいます。）は、交付申請者から提出があった申請

書等に記載された個人情報を「個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）」

及び関係法令に基づき適正に管理し、経営所得安定対策等交付金の交付に係る事務及

び制度の改善等のために利用します。 

なお、交付金の円滑な交付のために、農林水産省等及び協議会が交付申請者の同意

を得た上で交付申請書及び営農計画書等の内容を訂正することがあります。 
 
 

以下に記載された「経営所得安定対策等交付金に係る個人情報の取扱いについて」

をよくご確認の上、その内容に同意する場合は「交付申請書」の「個人情報の取扱い」

欄に✓をつけてください。 

 

経営所得安定対策等交付金に係る個人情報の取扱いについて 
 

農林水産省等及び協議会は、本対策の各交付金の交付のほか、次の事業等（注１）に

係る交付金の交付等に当たり、申請書等に記載された内容及び交付決定の内容等を交付

申請者に係る次の関係機関等（注２）に必要最小限の範囲内において提供又は確認する

場合があります。 

また、農林水産統計調査の母集団整備や調査事項の確認・補完等、米穀流通監視業務

の調査、不測時における食料供給確保に係る業務等を行うために、本申請書等に記載さ

れた内容を農林水産省等、都道府県及び市町村並びに協議会で必要最小限の範囲内にお

いて利用する場合があります。 

 

なお、当該個人情報の取扱いについて同意された場合は、本対策交付金の交付事務等

の手続において、申請書等の記載内容の訂正が必要となった際でも、農林水産省等が関

係機関に申請書等の内容について照会し、交付申請者に代わって訂正を行うなど交付申

請者の負担が軽減されるほか、交付申請者が関係する本対策以外の各事業の交付金等に

おいても書類の提出が不要になる等、事務手続が簡素化されます。 

  

事
業
等 

農業共済事業、農業経営収入保険事業、最適土地利用総合対策、環境保全型

農業直接支払交付金、農地集積・集約化等対策事業、砂糖及びでん粉の価格

調整に関する法律に基づく交付金、農家負担金軽減支援対策事業、飼料生産

基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援事業、農業者年金事業、農業経営基盤強化

準備金制度、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画に関する取組 等 (注１) 

機
関
等 

都道府県、市町村、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、登録検

査機関、都道府県種子協会、農業共済組合連合会、農業共済組合等、独立行

政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、都道府県土地改良

事業団体連合会、土地改良区 等 (注２) 
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